
地
域
に
お
け
る
「
官
立
学
校
」
の
成
立

一
高
等
中
学
校
医
学
部
の
岡
山
県
下
設
置
問
題
一

田

中

智

子

地域における「官立学校」の成立（鐡中）

【
要
約
】
　
　
八
八
六
年
「
諸
学
校
令
」
申
の
中
学
校
令
は
、
府
県
の
財
政
難
お
よ
び
府
県
学
校
の
規
格
化
を
促
す
文
部
省
の
通
鋼
公
布
に
よ
っ
て
顕
在
化

し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
広
域
に
益
す
る
地
域
高
等
教
育
機
関
の
経
費
支
弁
主
体
は
ど
こ
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
本
質
的
難
問
の
浮
上
を
背
景
に
成
立
し
た

法
令
で
あ
っ
た
。
発
足
し
た
新
制
度
・
高
等
中
学
校
は
、
包
括
的
か
つ
不
確
定
な
枠
組
み
で
あ
っ
た
た
め
、
各
地
で
は
様
々
な
反
応
が
喚
起
さ
れ
、
程
度

の
実
質
は
そ
れ
を
反
映
し
つ
つ
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
。
有
力
な
県
医
学
校
を
擁
す
る
岡
山
県
で
は
、
当
周
が
文
部
省
の
条
件
付
内
示
に
応
じ
、
県
会
を
強

引
に
押
し
切
っ
て
多
額
の
初
期
設
置
経
費
の
負
握
を
決
定
、
高
等
中
学
校
緩
学
部
の
設
概
に
至
り
、
県
医
学
校
を
引
き
継
が
せ
る
形
と
な
る
。
他
府
県
の

対
応
も
多
様
で
あ
っ
た
。
高
等
中
学
校
は
や
が
て
経
費
支
弁
と
管
理
の
主
体
が
国
に
一
元
化
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
初
め
て
「
官
立
」
学
校
と
な
っ
た

と
定
義
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
設
立
は
、
地
域
に
よ
る
「
誘
致
」
で
は
な
く
、
文
部
省
の
主
導
の
下
、
府
県
側
の
「
受
入
扁
に
よ
っ
て
実
現
し
た
と
捉
え

蔵
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
穴
号
　
二
〇
〇
九
二
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

初
代
文
部
大
臣
森
有
礼
の
下
で
発
布
さ
れ
た
「
諸
学
校
令
」
中
の
一
法
令
、
中
学
校
令
に
よ
っ
て
発
足
し
た
高
等
中
学
校
は
、
管
下
ハ
イ
レ

ベ
ル
教
育
（
中
学
校
・
医
学
校
そ
の
他
専
門
学
校
）
の
維
持
あ
る
い
は
実
現
を
模
索
し
て
き
た
各
府
県
の
目
の
前
に
、
新
た
な
選
択
肢
と
し
て
出

現
し
た
制
度
で
あ
っ
た
。

（955）1



　
本
稿
に
お
い
て
く
り
返
し
参
照
す
る
で
あ
ろ
う
一
八
八
六
（
明
治
＋
九
）
年
四
月
十
日
勅
令
第
十
五
号
、

を
最
初
に
掲
げ
て
お
く
。

中
学
校
令
の
第
～
条
か
ら
第
五
条

　
第
一
条
　
申
学
校
ハ
実
業
二
者
カ
ン
ト
欲
シ
又
ハ
高
等
ノ
学
校
二
入
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ニ
須
要
ナ
ル
教
育
ヲ
為
ス
所
ト
ス

　
第
二
条
　
中
学
校
ヲ
分
カ
チ
高
等
尋
常
ノ
ニ
等
ト
ス
高
等
中
学
校
ハ
文
部
大
臣
ノ
管
理
二
属
ス

　
第
三
条
　
高
等
中
学
校
ハ
法
科
医
科
工
科
文
科
理
科
農
業
商
業
等
ノ
分
科
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

　
第
四
条
　
高
等
中
学
校
ハ
全
国
北
海
道
沖
縄
県
ヲ
除
ク
ヲ
五
区
二
分
画
シ
毎
区
二
…
箇
所
ヲ
設
澄
ス
其
区
域
ハ
文
部
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
二
軍
ル

　
第
五
条
　
高
等
中
学
校
ノ
経
費
油
染
庫
ヨ
リ
之
ヲ
支
弁
シ
又
ハ
国
庫
ト
該
学
校
設
置
区
域
内
二
在
ル
府
県
ノ
地
方
税
ト
ニ
依
リ
之
ヲ
支
弁
ス
ル
コ
ト
ア
ル

　
　
　
　
ヘ
シ
侶
此
場
合
二
於
テ
ハ
其
管
理
及
経
費
分
握
ノ
方
法
等
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

　
中
学
校
令
の
画
期
性
は
、
第
二
条
・
第
三
条
を
通
し
、
既
存
の
「
中
学
校
」
と
「
専
門
学
校
扁
と
い
う
異
な
る
学
校
種
を
包
括
的
に
カ
バ
ー

し
う
る
　
つ
の
組
織
、
す
な
わ
ち
「
高
等
申
学
校
」
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
た
点
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
高
等
中
学
校
に
関
す
る
基
本

的
規
定
と
し
て
、
①
文
部
大
臣
の
管
理
と
す
る
こ
と
（
第
二
条
）
、
②
法
医
工
文
理
農
商
等
の
分
科
教
育
を
施
し
う
る
こ
と
（
第
三
条
）
、
③
金
甲

を
五
区
に
分
画
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
校
を
設
置
す
る
こ
と
（
第
四
条
）
、
④
国
庫
金
な
い
し
は
国
庫
と
地
方
税
の
共
問
支
弁
に
よ
り
維
持
す
る
こ

と
（
第
五
条
）
、
の
四
点
を
示
し
た
ほ
か
は
、
設
麗
場
所
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
そ
し
て
経
費
分
担
方
法
も
、
具
体
的
に
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
包
括
性
と
不
確
定
さ
ゆ
え
に
、
高
等
申
学
校
制
度
の
受
け
止
め
方
に
は
幅
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
制
度
に
対
す
る
反
応

の
あ
り
方
が
、
こ
の
制
度
の
内
実
を
逆
に
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
各
地
で
の
高
等
中
学
校
設
置
と
い
う
事
実
は
、
後
身
校
の
年
史
や
自
治
体
史
な
ど
で
記
述
さ
れ
て
き
た
が
、
府
県
側
の
行
政
文
書
や
地
元
紙

を
活
用
し
、
府
県
行
政
と
の
重
事
か
ら
そ
の
意
味
を
論
じ
た
研
究
は
少
な
く
、
「
地
域
史
」
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。
多
く

は
森
文
政
期
の
制
度
的
大
変
革
と
し
て
位
置
付
け
る
、
も
し
く
は
実
態
を
ふ
ま
え
ぬ
ま
ま
、
地
元
で
の
「
誘
致
運
動
」
の
存
在
を
述
べ
る
レ
ベ

ル
に
止
ま
る
。
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地域における「官立学校」の成立（田中）

　
本
稿
は
、
新
奇
な
枠
組
み
と
し
て
登
場
し
た
高
等
中
学
校
と
い
う
制
度
を
、
府
県
教
育
行
政
と
の
連
関
性
の
下
に
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
前
、
第
三
高
等
中
学
校
が
京
都
府
に
設
置
さ
れ
た
経
緯
を
素
材
に
論
じ
た
（
以
下
「
前
稿
」
と
表
記
）
。
①
に
文
相
管

理
下
の
機
関
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
等
中
学
校
と
府
県
政
と
の
関
わ
り
が
生
じ
、
府
県
が
高
等
中
学
校
を
自
ら
の

問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
財
政
上
の
二
点
一
③
に
い
う
五
常
の
設
置
府
県
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
文

部
省
が
一
部
の
府
県
に
対
し
て
設
置
経
費
（
陣
p
三
巴
§
陣
）
の
捻
出
を
条
件
と
し
た
内
々
の
打
診
を
行
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
④
に
み
る
よ
う
に
、

地
方
税
か
ら
の
運
営
経
費
（
捻
諺
一
茜
8
巴
支
出
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
に
求
め
ら
れ
る
。
京
都
府
が
高
等
中
学
校
設
置
実
現
に
向
け
て
、

そ
の
設
置
経
費
十
万
円
を
地
方
税
お
よ
び
既
存
の
府
中
学
校
資
本
金
に
よ
っ
て
支
弁
し
た
の
は
、
一
般
に
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
な
高
等
教
育
へ

の
情
熱
、
あ
る
い
は
地
域
振
興
（
都
市
整
備
や
経
済
効
果
）
へ
の
期
待
か
ら
で
は
な
い
。
財
政
難
の
な
か
で
維
持
に
苦
慮
し
て
い
た
府
の
中
学
校

や
医
学
校
で
の
教
育
を
、
こ
の
新
た
な
学
校
に
委
ね
て
し
ま
え
る
と
の
見
通
し
を
も
ち
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
府
県
の
高
等
中
学
校
制
度
へ
の

対
応
を
左
右
す
る
主
要
因
は
、
管
下
に
お
け
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
教
育
機
関
（
中
学
校
・
諸
専
門
学
校
）
の
現
況
で
あ
り
、
京
都
府
は
教
育
行
財
政

的
な
次
元
に
お
い
て
こ
れ
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
高
等
中
学
校
は
、
前
述
②
の
規
定
に
よ
り
「
分
科
」
と
し
て
の
専
門
教
育
機
能
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
全
国
的
に
実
現
し
た

唯
～
の
分
科
で
あ
る
医
学
部
は
、
五
校
中
三
校
に
お
い
て
本
校
と
は
別
の
府
県
に
置
か
れ
た
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
第
一
高
等
中
学
校
の
東
京

　
　
千
葉
、
第
五
高
等
中
学
校
の
熊
本
一
長
崎
と
同
様
に
、
第
三
高
等
中
学
校
も
本
校
が
京
都
、
医
学
部
が
岡
山
に
設
置
さ
れ
た
。
一
八
八

六
年
十
早
月
三
十
日
の
文
部
省
告
示
第
三
号
に
よ
っ
て
、
第
三
区
の
高
等
中
学
校
の
位
置
は
京
都
と
示
さ
れ
た
が
、
翌
年
八
月
十
九
日
に
な
っ

て
、
同
校
医
学
部
は
岡
山
に
設
置
す
る
と
の
文
部
省
告
示
第
六
号
が
改
め
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
高
等
中
学
校
調
度
発
足
以
前
、
医
学
教
育
は
主
に
府
県
学
校
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
。
高
等
中
学
校
医
学
部
は
、
新
設
も
し
く
は
既
設

の
官
立
学
校
を
前
身
と
し
て
発
足
し
た
本
校
と
異
な
り
、
設
置
箇
所
と
な
っ
た
府
県
の
医
学
校
を
母
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
よ
っ
て
医
学
部

設
置
問
題
に
は
、
高
等
な
教
育
を
め
ぐ
る
文
部
省
と
府
県
と
の
桐
克
が
、
よ
り
具
体
的
か
つ
複
雑
に
顕
在
化
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
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本
稿
は
、
府
県
の
医
学
校
が
文
部
省
管
理
下
の
高
等
申
学
校
医
学
部
へ
と
転
化
し
て
い
く
背
景
・
過
程
・
そ
の
影
響
を
究
明
す
る
こ
と
を
欝

的
と
す
る
。
事
例
と
す
る
の
は
岡
ゆ
県
・
第
三
高
等
申
学
校
医
学
部
で
あ
る
が
、
岡
臨
画
と
同
じ
第
三
区
に
属
す
る
府
県
、
特
に
岡
校
本
校
が

置
か
れ
た
京
都
府
、
あ
る
い
は
設
麗
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
大
阪
府
・
兵
庫
県
を
視
野
に
収
め
、
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
形
で
考
察
を
進
め
る
。

　
以
下
第
一
章
で
は
、
中
学
校
令
公
布
以
前
の
府
県
医
学
校
の
状
況
を
、
岡
山
県
に
力
点
を
置
き
つ
つ
概
観
す
る
。
第
二
章
で
は
、
中
学
校
令

公
布
前
後
に
お
け
る
岡
山
県
下
の
申
学
校
や
医
学
校
の
再
編
構
想
を
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
、
実
際
に
高
等
中
学
校
医
学
部
が
岡
山
県
に
設

置
さ
れ
た
折
の
、
文
部
省
・
県
当
局
・
県
会
の
動
き
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
章
で
は
、
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
の
設
置
が
第
三
区
内
各
府

県
の
医
学
教
育
体
制
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
高
等
申
学
校
制
度
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
を

あ
ら
た
め
て
論
じ
る
。

　
①
拙
稿
門
第
王
高
等
中
学
校
設
琶
問
題
再
考
！
府
県
と
宮
立
学
校
－
扁
（
『
京
　
　
　
　
都
大
学
大
学
文
書
館
研
究
紀
要
隠
第
三
暑
　
二
〇
〇
五
年
〉
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【
　
㎜
八
八
○
年
代
前
半
に
お
け
る
府
県
医
学
校

（
↓
　
　
概

況

　
各
府
県
の
医
学
校
を
申
心
に
展
開
し
て
い
た
一
八
八
○
年
代
前
半
の
医
学
教
育
に
お
け
る
最
大
の
制
度
改
革
は
、
一
八
八
二
年
五
月
二
十
七

日
置
文
部
省
達
第
四
号
医
学
校
通
則
公
布
で
あ
る
。
病
院
の
附
設
、
定
め
ら
れ
た
学
科
目
の
設
置
、
修
業
年
限
四
年
以
上
、
入
学
資
格
初
等
申

学
科
以
上
、
教
員
に
東
大
卒
医
学
士
筆
名
以
上
と
い
っ
た
基
準
を
充
た
し
、
甲
種
医
学
校
と
認
定
さ
れ
た
医
学
校
の
み
に
、
開
業
試
験
と
い
う

関
門
を
経
ず
に
卒
業
生
が
開
業
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

　
さ
し
あ
た
り
、
後
に
一
八
八
六
年
十
一
月
三
十
日
文
部
省
告
示
第
三
号
に
よ
っ
て
高
等
中
学
校
設
置
区
域
第
三
区
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

十
五
府
県
に
つ
い
て
、
そ
の
医
学
校
設
置
状
況
や
生
徒
数
の
変
遷
を
表
1
に
示
し
た
。



地域における「官立学校」の成立（田中）

表1　第三区域的府県立医学校生徒数（人）

巨88峰 1882年 1883年 188娃年　　　1885年 舞　考

京都 玉26 149 134 ユ40 15i ！883．4琵｝ヨ種

大　阪 341 183 158 180 225 1882．11甲種

兵　庫 ユ22 149 工72 167 2ユ．0 1882．12甲種

三　重 97 94 80 三16 三47 1883．9甲種

滋　賀
… ｝ ｝ 皿 ｝

岐　阜 78 54 65 80 46 乙種

鳥　取 一 一
37 47 乙種

島　根 …
32 91 1885．6甲種

岡　由 ！30 171 226 311 265 1883．8甲種

広　島 95 王06 79 91 111 1884．1業種

藤」　口 85 75
一 ｝ 一

孝［1歌山
一

80 109 136 133 1883．玉樹種

徳　島 108 1H 55 56 67 1883．7甲種

愛　媛
… 　

8畦 92 48 乙種

高　知 145 二塁7 1三gl　164 160 乙種

総　計 1327 1319 三281i1602 1668

各年次紋部省年報壽より作成。備考欄については『中外医事新報書『東京医事薪誌2記纂や各府県
教育史類も参照。一は学校が，／は県自体が存在しなかった年を表す。大阪府の1884年デーータは峯該

年度に報告がなく，1885年の記述より割り糊した。薬学科や産科の生徒数が明記された府県もあった

が，それらを含む総数を摂した。

　
病
院
収
入
に
恵
ま
れ
た
大
阪
を
除
き
、
各
医
学
校
は
地
方
税

か
ら
の
支
出
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
お
り
、
民
力
休
養
を
訴
え
る

各
府
県
会
で
の
予
算
削
減
要
求
は
恒
常
化
し
て
い
た
。
各
府
県

医
学
校
は
全
体
と
し
て
甲
種
認
定
を
受
け
る
方
向
を
臼
指
し
た

が
、
さ
ら
な
る
支
出
が
予
見
さ
れ
る
た
め
、
財
政
的
に
は
厳
し

い
見
通
し
で
あ
っ
た
。
高
知
県
医
学
校
は
、
藩
病
院
時
代
に
一

罪
外
国
人
を
雇
用
し
た
こ
と
も
あ
る
伝
統
校
で
あ
り
、
多
く
の

生
徒
が
就
学
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
民
間
経
済
上
の
富
饒

を
待
ち
」
（
年
報
M
1
7
）
と
い
う
状
態
で
、
甲
種
化
へ
の
足
踏
み

状
態
が
続
い
て
い
た
。
見
切
り
の
早
か
っ
た
の
が
山
口
県
で
あ

る
。
医
学
校
通
則
の
基
準
に
則
る
こ
と
は
「
地
方
税
の
負
担
に

堪
へ
か
た
き
の
事
情
あ
る
を
以
て
」
早
々
に
断
念
し
、
甲
種
化

を
果
た
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
「
生
徒
の
養
成
は
別
に
計
回

す
る
」
と
し
て
医
学
校
そ
の
も
の
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
（
年

報
M
！
6
）
。
乙
種
に
と
ど
ま
っ
た
逆
転
県
医
学
校
も
、
一
八
八

五
年
に
な
っ
て
生
徒
の
新
規
募
集
を
停
止
し
（
十
二
M
1
8
）
、
甲

種
と
認
定
さ
れ
百
五
十
名
に
迫
る
生
徒
を
有
す
る
に
い
た
っ
た

三
重
県
の
場
合
も
、
「
今
や
校
内
の
儲
二
大
に
完
壁
の
域
に
達

せ
し
に
本
年
十
二
月
通
常
県
会
に
於
て
十
九
年
度
本
校
経
費
を

or　（959）



全
廃
せ
り
遺
憾
豊
に
少
小
な
ら
ん
や
得
れ
と
も
目
下
民
間
の
真
情
を
顧
み
れ
ば
連
年
の
園
乏
殆
と
民
力
に
堪
ふ
可
ら
さ
る
篇
と
の
事
情
か
ら
、

一
八
八
五
年
末
に
医
学
校
廃
止
を
決
定
し
て
い
る
（
年
報
M
1
8
）
。

　
一
八
八
○
年
代
前
半
を
通
じ
て
、
各
府
県
医
学
校
の
在
籍
者
数
は
変
動
が
激
し
か
っ
た
。
学
校
だ
け
で
は
な
く
生
徒
の
側
も
門
民
問
の
困
弊

に
際
し
学
資
の
女
給
に
苦
み
半
途
退
学
せ
し
者
多
き
」
（
愛
媛
県
年
報
M
1
8
）
と
い
う
状
況
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
甲
種
化

に
伴
う
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
入
試
合
格
者
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
（
徳
島
県
年
報
M
1
7
）
、
卒
業
生
の
輩
出
も
困
難
で
あ
っ
た
。
岡
山
県
医

学
校
が
一
八
八
四
年
に
初
め
て
出
し
た
卒
業
生
も
、
在
校
三
＝
名
申
わ
ず
か
十
六
名
で
あ
る
（
年
報
M
1
7
）
。
と
は
い
え
、
表
1
に
み
る
よ
う

に
、
当
該
地
域
の
総
生
徒
数
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
府
県
医
学
校
と
は
そ
も
そ
も
自
府
県
下
の
医
師
養
成
を
心
的
と
し
た
学
校
で
あ
り
、
県
内
各
地
域
か
ら
の
奨
学
生
が
生
徒
の
大
半
を
占
め
て

い
た
。
兵
庫
県
神
戸
医
学
校
な
ど
は
、
従
来
他
府
県
士
民
の
入
校
を
許
さ
な
か
っ
た
が
、
医
学
校
通
則
公
布
後
よ
う
や
く
、
欠
員
が
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

卒
業
後
議
県
下
で
開
業
す
る
見
込
み
が
あ
る
者
に
限
り
、
入
校
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
八
三
年
十
月
に
乙
種
医
学
校
を
よ
う
や
く
発

足
さ
せ
た
愛
媛
県
が
「
他
府
県
に
笈
を
負
ひ
し
豊
里
て
本
校
に
従
塗
す
る
も
の
往
々
取
れ
あ
る
」
（
年
報
M
1
7
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
増
加
す
る

医
学
校
進
学
希
望
者
に
と
っ
て
も
、
他
府
県
で
の
修
学
は
窮
余
の
策
で
あ
り
、
本
来
は
至
便
な
自
府
県
の
医
学
校
へ
の
入
学
が
望
ま
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
だ
が
例
え
ば
専
門
教
育
機
関
を
も
た
な
か
っ
た
滋
賀
県
に
お
い
て
は
、
一
八
八
四
年
の
県
会
が
農
・
商
学
校
の
設
置
を
審
議
し

た
際
、
医
学
校
設
置
案
は
上
程
さ
れ
な
か
っ
た
。
近
隣
府
県
に
お
い
て
も
未
整
備
で
あ
る
農
学
校
や
商
業
学
校
の
場
合
と
異
な
り
、
京
都
・
大

阪
・
愛
知
を
は
じ
め
充
実
し
た
甲
種
医
学
校
が
附
近
に
既
設
さ
れ
、
県
下
子
弟
の
進
学
先
た
り
え
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。
広
島
県
医
学
校
は
、

甲
種
化
に
よ
っ
て
生
徒
が
増
加
し
、
七
十
八
名
の
管
内
生
徒
に
加
え
三
十
三
名
の
県
外
出
身
者
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
（
年
報
M
！
8
）
。
先
述
し

た
岐
阜
県
や
三
重
県
が
医
学
校
廃
止
方
針
を
固
め
ら
れ
た
の
も
、
近
隣
府
県
の
医
学
校
へ
の
依
存
が
期
待
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
～

八
八
六
年
三
月
、
廃
止
さ
れ
た
三
重
県
医
学
校
の
生
徒
半
数
以
上
が
大
阪
医
学
校
に
編
入
さ
れ
た
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
一
八
八
○
年
代
前
半
に
お
け
る
府
県
医
学
教
育
体
制
の
特
質
は
、
①
地
方
税
支
弁
の
国
難
さ
ゆ
え
に
学
校
の
廃
止
が

6　（96e）



相
次
い
だ
こ
と
、

こ
の
二
点
か
ら
、

る
。

②
甲
種
医
学
校
託
言
発
足
に
よ
り
、
地
理
的
利
便
性
に
撫
え
資
格
上
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
新
た
な
格
差
要
因
が
生
じ
た
こ
と
、

医
学
を
志
す
各
府
県
子
弟
の
越
境
現
象
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
医
学
校
へ
の
集
中
化
が
起
こ
っ
て
い
た
と
ま
と
め
ら
れ

（
2
）
岡
山
県
医
学
校

地域における「官立学校」の成立（細中）

　
表
！
に
み
る
よ
う
に
、
医
学
校
通
則
制
定
の
～
八
八
二
年
以
来
、
大
阪
を
凌
ぎ
、
西
日
本
最
大
の
生
徒
数
を
誇
っ
て
い
た
の
が
岡
山
県
医
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

校
で
あ
る
。
そ
の
明
治
初
年
以
来
の
あ
ゆ
み
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
六
月
、
岡
山
藩
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
医
学
館
は
、
当
初
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
人
軍
医
を
招
き
、
西
洋
医
学
の
摂
取
に
積

極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
廃
藩
置
県
を
経
て
岡
山
県
の
管
轄
と
な
り
、
病
院
お
よ
び
附
設
の
医
学
所
と
な
る
と
、
学
制
章
程
の
公
布
に
よ
り
府

県
学
校
に
公
金
支
出
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
存
立
の
危
機
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
有
志
の
拠
出
に
頼
り
し
ば
ら
く
維
持
さ
れ
た
後
、
一
八
七
三
年

十
～
月
に
文
部
省
の
認
可
を
得
、
熱
帯
夜
病
院
と
し
て
再
発
足
し
た
。
一
八
七
五
年
以
来
、
神
戸
を
本
拠
地
と
し
て
医
療
伝
道
を
繰
り
広
げ
る

ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
ド
宣
教
医
と
の
接
触
が
始
ま
り
、
あ
ら
た
め
て
西
洋
医
学
の
教
育
が
図
ら
れ
た
。
宣
教
医
の
雇
用
は
一
八
七
九
年
四
月
に
実

現
し
、
ペ
リ
ー
（
し
d
⑦
塁
し
・
夢
O
毎
ぎ
α
Q
）
が
病
院
顧
問
と
な
り
、
伝
道
の
か
た
わ
ら
西
洋
医
学
を
伝
授
し
た
。

　
同
年
十
月
置
り
、
東
京
大
学
義
旗
部
の
卒
業
生
が
病
院
に
登
用
さ
れ
は
じ
め
た
。
一
八
八
○
年
、
病
院
か
ら
医
学
教
場
が
分
離
し
、
岡
山
県

医
学
校
と
改
称
さ
れ
た
。
甲
種
医
学
校
認
定
を
受
け
た
の
は
一
八
八
三
年
八
月
で
あ
る
が
、
前
年
に
は
菅
之
芳
校
長
以
下
、
東
大
卒
の
医
学
士

逸
名
と
製
薬
士
一
名
を
擁
す
る
に
い
た
り
、
一
八
八
二
年
四
月
に
は
医
学
校
通
則
公
布
に
先
立
ち
、
全
国
で
初
め
て
卒
業
生
が
開
業
試
験
な
し

に
開
業
で
き
る
許
可
を
得
て
い
た
。
実
現
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、
同
年
に
は
医
学
士
ら
が
県
令
相
手
に
大
学
昇
格
計
画
を
陳
情
す
る
ほ
ど
、
自

負
と
野
心
に
溢
れ
た
学
校
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
宣
教
医
ペ
リ
ー
は
一
八
八
四
年
の
契
約
満
了
を
も
っ
て
岡
山
を
去
っ
た
。
東
大

卒
の
日
本
人
教
師
が
自
前
で
教
鞭
を
と
り
、
進
化
論
的
ド
イ
ツ
系
医
学
が
導
入
さ
れ
、
居
場
所
を
失
っ
た
た
め
で
あ
る
。
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第
一
線
卒
業
生
を
出
し
た
一
八
八
四
年
、
岡
山
県
医
学
校
は
飛
躍
的
に
生
徒
数
を
延
ば
し
て
い
る
が
（
表
－
）
、
三
＝
名
の
生
徒
中
、
他

府
県
出
身
者
は
七
十
名
（
年
報
M
1
7
）
、
さ
ら
に
翌
一
八
八
五
年
三
月
に
な
る
と
、
生
徒
三
八
一
忙
中
、
県
外
出
身
者
は
一
三
〇
名
を
数
え
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
な
み
に
同
年
の
東
京
大
学
医
学
部
在
籍
者
は
二
四
四
名
で
あ
る
。
同
月
の
通
常
県
会
の
場
で
「
東

さ
れ
た
（
噸
由
陽
新
報
』
M
1
8
・
3
・
2
7
）
。

京
大
学
部
ノ
分
校
ト
デ
モ
云
フ
ベ
キ
モ
ノ
」
（
下
畑
新
報
』
M
！
8
・
3
・
7
）
と
県
界
が
評
価
し
た
の
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
規
模
に
鑑
み
れ
ば
、

根
拠
な
き
套
醤
で
は
な
か
っ
た
。

　
へ
八
八
五
年
五
月
末
か
ら
六
月
頭
に
か
け
て
、
文
部
省
御
用
掛
の
森
有
礼
が
四
国
・
山
陽
地
方
学
事
視
察
の
途
次
に
岡
山
県
を
訪
問
し
、
医

　
　
　
　
　
　
　
⑥

学
校
も
巡
視
し
た
。
そ
の
際
、
「
関
西
第
一
等
の
医
学
校
」
と
の
称
賛
を
受
け
た
と
い
う
。
八
月
に
は
山
陽
道
の
学
校
と
し
て
は
唯
一
、
天
皇

の
臨
幸
も
仰
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
岡
山
県
医
学
校
は
、
東
大
型
の
医
学
教
育
を
行
う
最
有
力
の
府
県
立
医
学
校
に
成
長
し
て
い
た
。

①
本
節
に
お
け
る
各
府
県
医
学
校
の
状
況
は
、
隅
文
部
省
第
十
｝
年
報
〔
附
録
〕

　
明
治
十
よ
ハ
年
』
、
　
『
文
部
省
第
十
⊥
～
年
報
附
録
（
㎜
明
治
十
－
七
年
分
）
』
、
　
『
文
部
省
第

　
十
藻
年
報
附
録
隔
（
明
治
十
八
年
）
に
よ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
（
年
報
M
お
）
（
年
報
M

　
1
7
）
（
年
報
M
1
8
）
と
し
て
本
文
中
に
濫
記
し
た
。
年
報
か
ら
の
原
文
引
用
に
際

　
し
て
は
、
片
カ
ナ
を
平
が
な
に
改
め
た
。

②
『
東
京
医
事
新
誌
無
籔
量
三
号
（
M
1
5
・
9
・
1
6
）

③
明
治
初
期
の
岡
由
県
医
学
史
概
要
は
、
『
問
痢
の
薩
学
隔
（
B
本
文
教
凹
版
…

　
九
七
一
年
）
、
開
岡
山
大
学
医
学
部
百
年
史
輪
第
二
部
（
一
九
七
一
一
年
）
な
ど
、
甕

　
に
中
山
沃
の
業
績
に
負
う
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
も
寄
与
し
た
の
が
、
岡
山
医
学
会

　
糊
岡
山
医
学
会
五
十
年
史
』
（
～
九
三
九
年
）
で
あ
る
。
ま
た
網
稿
門
明
治
前
期

　
に
お
け
る
医
学
・
洋
学
教
育
体
制
の
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
界
　
一
岡
由
眼
と
ア

　
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
i
」
（
糊
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
輪
第
五
十
細
号
　
二

　
○
〇
五
年
）
で
は
、
岡
鵬
県
の
医
学
教
育
と
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
ド
と
の
関
係
を
論

　
じ
た
。

④
一
八
八
五
年
三
月
県
会
に
お
け
る
岩
堂
議
員
の
発
言
。
以
下
典
拠
と
し
た
新
聞

　
雑
誌
史
料
は
、
本
文
・
注
と
も
、
こ
の
よ
う
に
紙
誌
名
と
発
行
臼
付
で
示
す
。

⑤
東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
『
東
京
大
学
紫
雲
史
瞼
資
料
三
（
～
九
八
六

　
年
）

⑥
以
下
、
『
東
京
医
事
新
誌
甲
羅
三
八
七
号
（
M
1
8
・
8
・
2
9
）
。
た
だ
し
翌
一
八

　
八
六
年
六
月
二
日
に
恥
曝
地
方
部
内
各
府
県
の
学
事
巡
視
を
命
じ
ら
れ
た
文
部
省

　
視
学
嘗
の
江
木
千
之
は
、
「
数
名
の
学
士
を
画
し
他
の
準
辮
も
具
は
ら
さ
る
に
非

　
さ
れ
と
も
嘗
て
生
知
し
た
る
か
如
き
声
緬
の
実
を
産
す
」
（
咽
文
部
省
第
十
圏
年
報

　
（
明
治
十
九
年
分
磁
）
と
の
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
お
り
、
医
学
校
の
実
力
に
つ

　
い
て
は
異
論
も
あ
っ
た
Q
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二
　
岡
山
県
に
お
け
る
教
育
体
制
再
編
構
想

（
1
）
　
中
学
校
振
興
論
と
医
学
校
圏
庫
支
弁
論

地域における「窟立学校」の成立（畷中）

　
医
学
校
を
中
心
に
事
態
を
杷
握
し
て
き
た
が
、
岡
山
県
と
高
等
中
学
校
制
度
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
県
中
学
校
の
動
向
に
も
穏
を

　
　
　
①

向
け
よ
う
。

　
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一
月
に
岡
山
藩
が
洋
学
所
を
設
置
し
て
以
来
、
受
忍
体
制
下
で
の
私
立
化
（
一
八
七
三
年
十
二
月
）
、
あ
る
い
は
県
師

範
学
校
へ
の
吸
収
（
一
八
七
六
年
三
月
）
と
い
っ
た
事
態
を
経
て
、
一
八
七
九
年
二
月
に
岡
山
中
学
校
は
独
立
発
足
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
八
二

年
の
県
会
は
中
学
校
費
の
全
廃
を
可
決
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
一
八
八
三
年
か
ら
は
岡
山
中
学
校
は
師
範
学
校
と
合
併
し
て
岡
山
学
校

と
称
さ
れ
、
同
枠
の
地
方
税
予
算
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
～
八
八
五
年
二
月
か
ら
囚
月
に
か
け
て
の
県
下
紙
面
に
は
、
中
学
校
充
実
へ
の
期
待
を
述
べ
た
論
説
が
桐
次
い
で
掲
載
さ
れ
た
。
「
中
学
校

ヲ
盛
ニ
シ
人
材
ヲ
育
成
ス
ル
ノ
要
ヲ
論
ズ
偏
と
題
す
る
社
説
は
、
英
書
や
教
師
の
乏
し
さ
を
嘆
き
、
崩
口
・
鹿
児
島
・
三
重
を
引
き
合
い
に
出

し
て
、
「
県
官
議
員
其
他
有
力
者
ノ
資
本
ヲ
之
雪
加
へ
其
規
模
ヲ
盛
大
ニ
シ
断
然
岡
山
県
下
二
高
等
教
育
ヲ
施
行
シ
以
テ
県
下
二
人
才
ヲ
育
成

シ
他
日
地
方
ノ
隆
盛
ヲ
希
望
ス
し
と
述
べ
る
（
噸
由
陽
薪
報
』
M
1
8
・
2
・
1
8
、
2
・
2
1
）
。
こ
う
し
た
他
響
町
と
の
競
争
意
識
は
、
東
京
在
住
の

県
畠
身
者
に
よ
る
投
稿
、
「
岡
由
県
有
志
諸
君
二
県
立
中
学
校
ノ
興
隆
ヲ
望
ム
」
に
も
み
ら
れ
る
。
「
国
家
ノ
大
事
出
任
セ
シ
メ
飾
る
人
材
養
成

の
た
め
、
「
高
等
諸
学
校
二
入
ル
ノ
予
備
校
」
と
し
て
の
中
学
校
の
振
興
を
呼
び
か
け
、
旧
薩
長
に
加
え
高
知
・
福
岡
・
岩
手
・
広
島
の
動
向

に
触
れ
、
旧
藩
（
松
由
・
津
山
・
三
品
）
意
識
か
ら
の
脱
却
と
岡
由
県
と
し
て
の
団
結
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
（
欝
陽
新
報
触
M
1
8
・
3
・
3
1
、

姦
・
2
）
。

　
同
年
十
一
月
の
通
常
県
会
で
は
、
県
当
分
か
ら
岡
山
学
校
の
改
良
が
訴
え
ら
れ
た
。
答
弁
に
立
っ
た
遠
景
（
高
戸
源
二
郎
）
は
「
該
校
よ
り
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は
卒
業
生
徒
の
完
全
な
る
も
の
を
出
さ
ず
る
よ
り
東
京
大
学
予
備
門
入
学
を
志
す
も
そ
の
入
学
試
験
を
行
は
る
る
に
当
り
て
大
抵
十
申
の
七
八

は
落
第
す
る
等
の
証
　
あ
り
て
実
に
本
県
下
の
名
誉
に
関
す
る
や
重
且
つ
大
な
る
を
以
て
な
り
」
と
の
認
識
を
示
し
た
（
『
山
陽
新
報
㎏
M
1
8
・

11

E
1
4
）
。
教
育
問
題
上
の
県
の
名
誉
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
を
担
い
う
る
人
材
と
し
て
上
級
学
校
に
進
学
で
き
る
レ
ベ
ル
の
中
等
教
育
を
県

下
で
達
成
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
岡
山
学
校
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
県
中
学
校
の
興
隆
を
期
待
す
る
論
調
が
、
世
論
と
し
て
も
行
政
当
局
の
見
解

と
し
て
も
存
在
し
て
い
た
。

　
糾
方
、
第
一
章
（
2
）
に
記
し
た
よ
う
に
、
中
学
校
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
き
た
医
学
校
で
あ
っ
た
が
、
一
八
八
五
年
三
月
の
県
会
で
は
、
医

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

学
校
費
が
再
三
否
決
さ
れ
、
議
長
に
指
名
さ
れ
た
修
正
委
員
が
約
六
三
六
円
の
削
減
案
を
示
す
こ
と
で
よ
う
や
く
可
決
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。

前
年
の
支
出
予
激
高
六
三
〇
円
に
対
し
こ
の
年
は
七
八
二
三
円
と
、
二
割
近
く
の
差
土
で
あ
る
。
こ
の
審
議
の
な
か
で
、
一
部
議
員
に
よ
り
国

庫
補
助
を
政
府
に
請
願
す
る
こ
と
が
建
議
さ
れ
た
。
「
本
県
医
学
校
ハ
他
府
県
ノ
学
生
ヲ
モ
多
数
二
収
容
シ
完
全
ナ
ル
教
育
ヲ
施
シ
テ
国
家
二

貢
献
ス
ル
所
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
政
府
二
対
シ
圏
庫
ノ
補
助
ヲ
請
願
シ
益
益
教
育
ヲ
完
美
ナ
ラ
シ
ム
ベ
シ
」
と
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

「
大
体
二
於
テ
ハ
先
ツ
三
分
一
位
ノ
補
助
ヲ
仰
ク
扁
（
『
山
陽
新
報
』
M
1
8
・
3
・
2
7
）
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
在
校
生
の
約
三
翻
を
占
め
る
県
外

出
身
者
に
課
さ
れ
る
月
謝
は
県
下
愚
身
者
の
二
倍
（
一
円
）
で
あ
っ
た
が
、
国
庫
支
弁
を
得
た
暁
に
は
こ
れ
を
一
律
化
す
る
と
さ
れ
た
。
建
議

は
否
決
に
終
わ
っ
た
が
、
圏
庫
支
弁
要
求
の
根
拠
と
し
て
、
岡
山
県
の
み
な
ら
ず
他
府
県
の
学
生
も
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
点
が

注
園
さ
れ
る
。

　
専
門
教
育
機
関
に
対
す
る
国
庫
支
弁
の
要
求
と
し
て
、
例
え
ば
大
阪
で
は
一
八
八
四
年
十
一
月
二
十
二
日
、
蔚
知
事
建
野
郷
三
か
ら
農
商
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

卿
松
方
正
義
に
宛
て
て
「
商
業
講
習
所
経
費
之
義
二
付
伺
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
商
家
な
ど
か
ら
の
寄
付
金
に
よ
っ
て
年
間
経
費
約
五
八
三

二
円
を
ま
か
な
い
、
府
が
管
理
下
に
置
く
商
業
講
習
所
は
、
生
徒
総
員
＝
九
藩
中
、
過
半
数
の
六
十
二
名
が
四
国
・
九
州
・
中
国
を
中
心
と

し
た
他
府
県
か
ら
入
学
し
て
い
た
。
こ
の
伺
書
は
、
大
阪
商
業
講
留
所
が
府
外
に
も
広
く
恩
恵
を
施
し
て
い
る
実
状
を
訴
え
、
国
営
か
ら
の
半

額
支
弁
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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地域における「富立学校」の成立（田中）

　
大
阪
の
商
業
教
育
の
場
合
、
要
求
は
国
庫
支
弁
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
翌
一
八
八
五
年
三
月
に
商
業
講
習
所
は
府
立
商
業
学
校
と
な
り
、

区
部
単
独
で
の
四
五
七
七
円
の
支
弁
が
決
定
し
た
が
、
こ
れ
を
負
損
と
す
る
府
会
区
部
会
は
四
月
八
日
、
官
立
商
業
学
校
の
設
立
を
主
務
省
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

稟
講
ず
る
よ
う
に
と
の
建
議
を
知
事
に
提
出
し
て
い
る
。
財
政
援
助
で
は
な
く
移
管
、
す
な
わ
ち
手
放
し
て
国
に
委
ね
た
い
と
の
要
求
に
ま
で

立
ち
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
結
局
実
現
は
み
な
か
っ
た
が
、
こ
の
年
府
立
商
業
学
校
は
、
校
舎
や
教
員
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
特
別
補
助
二

千
円
を
文
部
省
か
ら
交
付
さ
れ
た
。
兵
庫
県
の
神
戸
商
業
講
習
所
も
一
八
八
二
年
度
以
来
、
農
商
務
省
か
ら
の
補
助
金
五
千
円
を
得
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

補
助
金
と
い
う
形
で
の
国
に
よ
る
経
費
支
出
も
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
高
度
な
教
育
を
展
開
し
広
域
か
ら
生
徒
を
集
め
る
府
県
の
専
門
学
校
が
、
財
政
難
ゆ
え
に
国
庫
支
弁
を
要
求
す
る
状
況
は
、

岡
山
県
あ
る
い
は
医
学
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
一
八
八
○
年
代
半
ば
の
現
象
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
府
県
会
の
「
民
力
休
養
」
要
求
と
い
う
背

景
の
下
、
広
域
的
専
門
教
育
の
経
費
負
担
主
体
の
問
題
は
、
管
理
主
体
問
題
へ
の
発
展
契
機
を
含
み
つ
つ
、
国
と
各
府
県
と
の
間
で
個
別
に
動

き
出
し
て
い
た
。

　
以
上
、
一
八
八
五
年
に
お
け
る
岡
山
県
下
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
し
て
き
た
。
中
学
校
振
興
と
医
学
校
国
費
支
弁
と
い

う
二
つ
の
願
望
を
内
に
抱
え
な
が
ら
、
岡
山
県
は
翌
年
四
月
の
中
学
校
令
発
布
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

（
2
）
岡
山
高
等
申
学
校
設
置
案

　
中
学
校
令
発
布
か
ら
数
ヶ
月
後
の
一
八
八
六
年
七
月
、
『
山
陽
新
報
』
紙
上
に
論
説
「
岡
山
学
校
を
し
て
高
等
中
学
校
と
為
す
の
階
梯
を
準

備
す
べ
し
」
が
掲
載
さ
れ
た
（
M
1
9
・
7
・
2
7
）
。
高
等
中
学
校
制
度
が
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
を
よ
く
示
す
史
料

で
あ
る
が
、
か
な
り
の
長
文
に
つ
き
要
約
し
て
示
す
。

　
高
等
中
学
校
は
、
す
で
に
東
京
大
学
予
備
門
お
よ
び
大
学
分
校
の
改
組
と
い
う
形
で
設
置
が
決
定
し
て
い
る
東
京
・
大
阪
の
ほ
か
、
資
金
も

十
分
で
県
下
の
学
校
の
教
科
も
整
っ
て
い
る
山
口
・
鹿
児
島
・
石
川
へ
の
設
置
が
内
定
し
て
い
る
よ
う
だ
。
以
上
で
中
学
校
令
に
定
め
ら
れ
る
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五
校
が
出
揃
っ
て
し
ま
う
が
、
政
府
は
充
分
な
準
備
が
で
き
て
さ
え
い
れ
ば
各
府
県
ご
と
に
高
等
中
学
校
を
設
置
し
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る

と
聞
く
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
設
麗
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
等
申
学
校
を
県
下
に
欠
く
と
、
新
教
育
制
度
の
下
、
尋
常
中
学
校

卒
業
か
ら
大
学
院
で
の
学
位
取
得
ま
で
、
八
年
か
ら
十
年
の
長
き
に
わ
た
り
子
弟
を
他
郷
で
過
ご
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
大
学
進
学
を
可

能
と
す
る
教
育
を
行
う
高
等
中
学
校
を
、
是
非
と
も
地
元
岡
山
に
設
置
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
岡
山
学
校
を
土
台
と
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
が
、
薩
長
の
嬉
嬉
や
石
川
県
の
よ
う
に
義
援
金
や
地
方
税
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
、
適
当
な
教
員
の
雇
用
や
教
科
書
器
械
の
整
備
も
ま
ま
な

ら
な
い
の
が
現
状
だ
。
そ
こ
で
、
岡
山
学
校
中
学
科
と
幽
幽
県
医
学
校
の
地
方
税
予
算
を
合
わ
せ
て
大
き
な
資
本
を
形
成
し
、
高
等
中
学
校
化

を
申
請
す
れ
ば
よ
い
。
高
等
中
学
校
は
分
科
と
し
て
医
科
を
設
置
で
き
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
「
盛
名
は
天
下
に
冠
た
り
」
と
の
声
高
い
医
学

校
で
の
教
育
も
維
持
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
学
問
も
分
科
を
設
置
す
れ
ば
専
修
で
き
る
た
め
、
大
学
進
学
者
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
諸
分

野
に
お
い
て
有
用
と
な
る
人
材
を
育
成
し
、
県
下
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
の
準
備
を
進
め
て
申
講
す
れ
ば
、
「
遂
に
世
語

支
弁
の
一
大
良
校
を
県
下
に
見
る
に
至
る
扁
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
以
上
が
論
説
の
内
容
で
あ
る
。
尋
常
中
学
↓
高
等
中
学
↓
帝
国
大
学
と
い
う
新
た
な
進
学
階
梯
に
お
け
る
大
学
予
備
教
育
の
場
と
し
て
、
あ

る
い
は
地
元
に
有
益
な
人
材
を
育
成
す
る
専
門
教
育
の
場
と
し
て
、
高
等
中
学
校
の
地
元
設
置
を
訴
え
る
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
を
仮
に
、
「
岡

山
高
等
中
学
校
設
置
案
隔
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。
こ
の
論
説
に
お
い
て
、
高
等
中
学
校
制
度
は
次
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
時
点
で
高
等
中
学
校
の
設
置
区
域
や
設
置
箇
所
を
定
め
た
告
示
は
ま
だ
発
令
さ
れ
て
い
な
い
が
、
九
州
地
域
は
鹿
児
島
、
中
国

四
国
地
方
は
山
口
、
東
北
北
陸
地
方
は
石
川
と
、
区
翻
り
と
設
置
箇
所
を
独
自
に
予
測
し
た
上
で
、
高
等
中
学
校
の
数
は
中
学
校
令
の
規
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
五
校
を
超
え
る
設
置
も
可
能
で
あ
る
と
観
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
等
中
学
校
設
置
の
た
め
に
は
、
何
ら
か
の

形
で
地
元
側
の
資
本
を
準
備
し
、
前
身
と
な
る
学
校
の
規
模
や
レ
ベ
ル
を
整
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
だ
が
岡
山
で
は
、

先
行
す
る
他
府
漿
の
よ
う
に
、
地
方
税
な
い
し
は
寄
付
金
に
よ
っ
て
新
た
に
資
本
を
捻
出
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
、
岡
山
学
校
の
中
学
科

と
医
学
校
と
を
合
併
し
て
高
等
中
学
校
化
す
る
と
の
具
体
的
方
策
を
提
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
高
等
中
学
校
の
分
科
と
い
う
存
在
に
注
目

a2　（966）
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し
、
岡
山
医
学
校
を
医
科
分
科
と
い
う
か
た
ち
で
活
か
す
こ
と
で
高
等
中
学
校
の
設
置
を
陰
指
し
た
点
が
、
本
案
の
柱
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
申
学
校
令
第
三
条
「
高
等
中
学
校
ハ
法
科
医
科
工
科
文
科
理
科
農
業
商
業
等
ノ
分
科
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
の
規
定
に
基
き
、
高
等
中
学

校
分
科
と
い
う
形
態
で
医
学
専
門
教
育
を
行
う
こ
と
。
岡
山
県
医
学
校
の
将
来
は
こ
こ
に
見
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
「
此
の

如
き
準
備
を
為
し
此
の
如
き
階
梯
を
以
て
漸
々
歩
を
進
め
以
て
当
事
者
に
申
請
せ
ば
遂
に
圏
庫
支
弁
の
一
大
良
校
を
県
下
に
見
る
に
至
る
亦
期

し
難
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
、
す
な
わ
ち
、
運
営
経
費
が
国
鷹
か
ら
支
弁
さ
れ
る
と
い
う
高
等
中
学
校
心
逸
の
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
認
識
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
前
節
で
み
た
前
年
県
会
に
お
け
る
医
学
校
國
庫
支
弁
建
議
案
と
連
続
す
る
発
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

①
岡
山
県
教
育
会
欄
岡
由
県
教
育
史
聖
　
中
巻
（
一
九
囲
二
年
）
な
ど
参
照
。
岡
山

　
中
学
校
の
あ
ゆ
み
は
、
第
　
海
面
③
拙
稿
に
お
い
て
も
整
理
し
て
お
い
た
。

②
以
下
、
一
八
八
五
年
蕊
月
通
常
県
会
で
の
医
学
校
論
議
は
、
岡
慮
県
鯛
岡
山
県

　
会
史
』
第
一
編
（
中
国
民
報
社
　
一
九
〇
六
年
）
第
六
章
「
県
会
」
の
項
を
参
照
。

③
大
阪
府
教
育
委
員
会
明
大
阪
府
教
育
百
年
史
』
第
三
巻
史
料
編
（
2
）
（
一
九
七

　
二
年
）
所
収

④
「
商
業
学
校
設
立
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
建
議
」
（
散
士
『
大
阪
府
会
史
』
第
一
編

　
所
収
）

⑤
兵
曹
県
議
会
編
議
了
庫
県
会
史
隔
（
一
九
〇
四
年
）
附
表
。
な
お
一
八
八
一
年

　
に
は
東
京
商
法
講
習
所
も
、
東
京
府
で
の
予
算
否
決
と
廃
止
公
表
に
際
し
、
農
商

　
務
省
か
ら
の
補
助
金
を
得
て
い
る
。

⑥
鹿
児
島
山
口
石
灘
三
脚
の
状
況
に
簡
単
に
雪
及
し
て
お
こ
う
。
石
瑚
県
は
お
そ

　
ら
く
最
も
積
極
的
に
高
等
中
学
校
設
置
に
尽
力
し
た
県
で
、
ナ
一
月
一
二
十
日
に
第

　
西
区
の
高
等
中
学
校
設
遣
場
所
と
な
る
こ
と
を
確
定
さ
れ
る
G
｝
方
、
間
口
・
鹿

　
児
島
の
両
県
は
結
果
的
に
、
中
学
校
令
の
定
め
た
五
つ
の
高
等
中
学
絞
の
設
置
地

　
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
由
口
県
は
あ
え
て
地
方
税
か
ら
の
支
弁
を
避
け
、
私

　
立
防
長
教
育
会
の
寄
付
金
に
よ
っ
て
諸
学
校
通
劉
の
適
購
を
受
け
、
文
部
省
管
理

　
の
山
難
高
等
申
学
校
の
設
置
を
決
め
た
ハ
十
｛
月
二
十
旧
）
。
詞
様
に
鹿
児
島
県

　
も
諸
学
校
通
則
の
適
用
に
よ
り
、
県
高
等
中
学
校
造
士
館
設
遣
に
い
た
る
（
翌
｝

　
八
八
七
年
十
一
一
月
二
十
・
日
）
。

⑦
　
な
お
、
哩
山
陽
薪
報
隔
M
1
9
・
8
・
3
掲
載
の
寄
書
響
回
等
中
学
校
設
立
の
準

　
備
は
難
か
ら
ず
扁
は
、
医
学
校
の
存
在
に
よ
り
市
中
に
落
と
さ
れ
る
金
は
四
万
四

　
五
千
円
を
下
ら
な
い
と
い
う
地
域
経
済
上
の
メ
リ
ッ
ト
に
も
注
目
し
て
い
る
。
地

　
域
振
興
の
視
点
か
ら
高
等
教
育
機
関
誘
致
が
図
ら
れ
署
す
の
は
量
紀
転
換
期
以
降

　
だ
と
考
え
る
が
（
「
お
わ
り
に
」
参
照
）
、
そ
の
動
機
の
漠
然
と
し
た
萌
芽
が
確
認

　
さ
れ
る
。
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三
　
第
三
高
等
申
学
校
医
学
部
の
設
置
過
程

14 （968）

（
1
）
　
岡
山
察
へ
の
設
置
内
示
と
県
会
で
の
攻
防

　
そ
れ
で
は
、
現
実
に
岡
山
県
は
ど
の
よ
う
に
中
学
校
令
と
い
う
新
制
度
に
対
応
し
、
管
下
教
育
体
制
の
再
構
築
を
試
み
て
い
っ
た
の
か
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

該
期
の
県
公
文
書
類
や
嬢
会
議
事
録
は
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
調
質
記
事
に
現
れ
る
断
片
的
情
報
に
よ
っ
て
探
っ
て
い
こ
う
。

　
一
八
八
六
年
十
一
月
二
十
七
日
よ
り
通
常
県
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
医
学
校
費
一
〇
二
八
○
円
お
よ
び
病
院
費
一
九
三
〇
五
円
を
提

示
し
た
県
撮
管
と
、
そ
の
削
除
を
要
求
す
る
議
員
と
の
攻
防
と
な
っ
た
。
『
山
陽
新
報
』
は
、
県
当
局
の
認
識
を
以
下
の
よ
う
に
報
道
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
〕

　
　
門
番
（
黒
繊
氏
）
は
医
学
校
全
体
に
付
質
問
し
た
き
こ
と
あ
り
ソ
バ
開
場
式
に
際
し
て
千
坂
知
事
よ
り
演
説
の
次
第
も
あ
り
し
が
此
医
学
校
を
し
て
文
部

　
省
の
直
轄
と
な
る
ま
で
と
い
へ
ば
凡
幾
年
間
地
方
税
の
識
量
力
を
要
す
る
や
と
の
質
問
に
番
外
〔
高
戸
〕
は
予
め
幾
年
か
を
定
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
高

　
等
中
学
校
は
既
に
山
口
に
設
置
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
医
学
校
は
大
阪
、
岡
山
両
所
い
ず
れ
か
と
い
ふ
も
の
あ
り
し
が
本
県
の
如
き
は
内
訓
も
あ
り
傍
参
考

　
ま
で
に
と
て
其
意
の
概
略
を
述
べ
て
鐵
繕
言
医
学
校
は
詮
議
の
次
第
有
之
在
来
の
規
模
を
失
さ
る
様
云
々
と
の
旨
を
対
た
り
し
（
M
1
9
・
E
・
3
）

　
こ
れ
よ
り
推
定
さ
れ
る
事
実
は
、
ま
ず
県
医
学
校
に
つ
い
て
文
部
省
と
岡
本
県
と
の
間
に
内
談
が
あ
り
、
文
部
省
か
ら
は
、
高
等
中
学
校
の

医
学
校
と
し
て
文
部
省
直
轄
と
な
る
予
定
で
あ
る
か
ら
そ
れ
ま
で
は
地
方
税
に
よ
り
維
持
し
て
お
く
よ
う
に
と
の
内
訓
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
知
事
演
説
や
内
訓
そ
の
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
が
、
県
当
局
は
医
学
校
の
将
来
に
関
す
る
文
部
省
と
の
合
意
を
経
た
上
で
、
県
会

で
の
予
算
審
議
に
臨
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
年
十
一
月
に
高
等
中
学
校
の
設
置
が
決
定
し
た
京
都
府
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
文
部
次

官
や
学
務
局
長
の
来
府
視
察
を
受
け
、
続
い
て
知
事
や
府
中
学
校
長
が
文
部
省
を
訪
問
、
設
立
費
用
を
支
弁
で
き
る
な
ら
高
等
中
学
校
を
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
と
の
内
示
を
得
て
い
た
。
岡
山
県
の
場
合
、
申
学
校
令
発
布
後
に
文
部
高
官
の
訪
問
を
受
け
た
形
跡
は
な
い
。
た
だ
、
第
一
章
（
2
）
に
み

た
よ
う
に
、
森
有
礼
は
す
で
に
前
年
の
視
察
に
よ
り
、
岡
山
県
医
学
校
に
好
印
象
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
医
学
校
長
の
菅
之
芳
が
「
公
用
扁
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の
た
め
、
当
年
五
月
下
旬
か
ら
六
月
上
旬
に
か
け
て
出
京
し
て
お
り
、
千
阪
高
雅
知
事
が
十
月
半
ば
よ
り
一
ヶ
月
ほ
ど
上
京
し
た
こ
と
も
確
認

　
　
③

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
証
拠
か
ら
、
京
都
府
の
ご
と
く
、
知
事
や
医
学
校
長
の
上
京
時
に
文
部
省
か
ら
条
件
付
設
置
の
打
診
や
内
訓
が
あ
っ

た
可
能
性
も
高
い
。

　
次
に
こ
の
記
事
か
ら
、
高
等
申
学
校
の
医
科
が
本
校
と
は
別
の
府
梁
に
設
置
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
章
（
2
）
に

示
し
た
七
月
の
薪
聞
論
説
、
岡
山
高
等
中
学
校
設
置
案
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
本
科
も
含
め
た
新
た
な
高
等
中
学
校
を
岡
山
に
設
立

す
る
構
想
で
あ
り
、
医
科
の
み
の
設
置
を
狙
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
医
科
と
い
う
分
科
が
い
わ
ば
分
校
と
し
て
別
置
さ
れ
る
形
態
な
ど
は
想

定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
中
学
校
令
本
文
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
第
三
条
に
挙
が
る
各
種
の
分
科
が
す
な
わ
ち
分
校
で
あ
る

と
は
読
み
取
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
十
二
月
段
階
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
岡
山
県
当
周
は
分
科
が
分
校
と
な
る
形
態
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
や
が
て
岡
山
県
（
第
三
区
）
の
ほ
か
、
千
葉
県
（
第
一
区
）
や
長
崎
県
（
第
五
区
）
で
も
実
施
さ
れ
る
こ
の
医
学
部
分
校
方
式
は
、

中
学
校
令
以
降
の
文
部
省
と
各
府
県
の
や
り
と
り
の
な
か
で
現
実
化
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
岡
山
県
は
、
岡
山
高
等
中
学
校
設
置

案
が
示
唆
し
た
よ
う
な
高
等
中
学
校
全
体
の
新
設
で
は
な
く
、
医
科
設
置
に
問
題
を
特
化
し
て
い
た
。

　
さ
ら
に
記
事
か
ら
は
、
高
等
中
学
校
の
設
置
府
県
に
関
す
る
認
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。
十
～
月
二
十
日
、
文
部
省
晋
示
第
二
号
に
よ
り
諸
学

校
通
則
適
用
に
よ
る
山
口
高
等
中
学
校
の
密
議
が
決
ま
り
、
三
十
日
に
は
文
部
省
告
示
第
三
号
に
よ
り
高
等
中
学
校
の
設
置
区
域
が
指
定
さ
れ
、

岡
山
が
所
属
す
る
第
三
区
の
高
等
中
学
校
は
、
京
都
で
の
設
遣
が
決
定
し
て
い
た
。
次
の
よ
う
な
議
員
（
進
東
男
治
）
の
発
言
、

　
　
京
都
府
に
高
等
中
学
校
設
置
に
な
る
な
ら
ん
と
如
何
に
岡
山
医
学
校
は
善
良
な
り
と
て
政
府
は
盒
右
心
益
の
存
す
る
永
遠
無
朽
の
地
理
形
勢
を
ト
し
以
て

　
専
門
学
は
専
門
学
の
規
模
叢
嗣
に
し
て
其
厨
的
の
万
全
を
期
す
る
処
に
計
画
さ
る
・
こ
と
は
本
員
等
の
予
め
確
信
す
る
処
な
り
腿
山
は
京
都
に
及
ば
ざ
る
遠

　
し
（
M
1
9
・
1
2
・
1
0
）

も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
と
、
高
等
中
学
校
医
科
が
蓋
置
さ
れ
た
と
し
て
も
、
有
力
な
医
学
校
を
有
す
る
大
阪
、
以
前
か
ら
固
一
学
区
を
形
成
す

る
可
能
性
の
あ
っ
た
山
ロ
、
あ
る
い
は
高
等
中
学
校
設
置
を
決
め
た
ば
か
り
の
京
都
と
の
関
係
上
、
議
員
が
医
科
の
岡
出
設
置
を
確
信
す
る
に
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④

は
不
確
定
要
素
が
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
医
学
校
費
と
と
も
に
病
院
費
の
全
廃
も
主
張
す
る
議
員
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
創
業
明
治
十
三
年
の
時
に
影
り
て
は
之
を
有
用
偉
し
来
り
漸
次
年
を
逐
ふ
て
其
患
者
数
の
如
き
は
婁
際
に
於
て
殴
殺
せ
り
隠
れ
必
寛
医
学
の
進
化
し
て
已

　
に
本
県
下
に
も
東
京
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
或
は
其
別
科
を
卒
へ
帰
郷
し
又
在
来
の
開
業
医
師
も
随
て
其
実
験
の
学
術
を
広
く
応
用
し
て
毫
も
其
不
便
を
感

　
せ
す
然
ら
ば
此
地
方
税
の
性
質
を
問
へ
は
広
く
其
管
内
全
般
の
有
益
を
期
す
る
に
在
り
在
学
生
徒
の
多
数
は
他
府
県
に
在
り
此
原
因
は
特
劉
の
名
称
あ
り
し

　
に
因
れ
り
今
や
決
し
て
然
ら
す
…
般
の
医
学
と
い
ふ
に
過
ぎ
す
然
ら
ば
則
実
地
練
習
所
な
る
県
立
病
院
の
必
要
を
説
き
地
方
税
の
義
務
な
き
も
の
に
其
義
務

　
あ
り
と
い
ふ
は
抑
々
人
民
迷
ひ
の
極
点
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
し
て
吾
々
は
地
方
経
済
を
議
す
る
の
責
任
あ
り
（
M
！
9
・
1
2
・
9
）

　
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
は
、
岡
山
県
医
学
校
お
よ
び
そ
の
訓
練
の
場
と
し
て
の
病
院
を
「
管
内
全
般
の
有
益
を
期
す
る
」
た
め
の
地
方
税
で
支

弁
す
る
こ
と
の
妥
当
性
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
県
下
子
弟
の
医
学
教
育
の
場
は
、
東
京
大
学
を
は
じ
め
県
医
学
校
に
限
ら
な
い
こ
と
、
県
医
学
校

在
学
生
の
多
く
は
他
府
県
出
身
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
議
論
は
二
次
会
に
持
ち
越
さ
れ
た
が
、
項
欝
ご
と
に
審
議
さ
れ
た
医
学
校
費
は
こ
と
ご
と
く
否
決
さ
れ
、
病
院
費
と
と
も
に
酬
除
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
一
部
議
員
か
ら
三
次
会
開
催
の
要
請
が
あ
り
、
再
審
議
が
な
さ
れ
た
が
、
二
次
会
ど
お
り
の
結
論
に
確
定
し
た
。
翌
日
、
今
度
は

知
事
か
ら
の
再
議
要
請
が
あ
っ
た
。
し
か
し
再
議
一
次
会
で
も
病
院
費
は
否
決
さ
れ
、
増
額
案
・
削
減
案
・
全
廃
案
に
意
見
が
分
か
れ
た
医
学

校
費
の
方
は
、
全
廃
案
へ
の
支
持
が
多
数
を
占
め
る
も
、
い
ず
れ
も
賛
成
者
過
半
数
に
満
た
な
か
っ
た
。
再
議
二
次
会
に
お
い
て
、
膠
着
し
た

事
態
の
収
拾
を
図
る
べ
く
医
学
校
費
の
予
算
修
正
委
員
が
指
名
さ
れ
、
再
議
三
次
会
に
て
修
正
案
が
提
示
さ
れ
た
が
、
採
決
の
結
果
、
結
周
は

原
案
ど
お
り
の
予
算
で
決
着
を
み
た
。
輪
軸
し
等
の
有
無
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
紛
糾
す
る
議
論
の
な
か
で
県
吏
は
、
「
其
設
け

ら
る
・
の
年
限
は
判
然
せ
す
」
と
も
、
「
岡
出
に
確
乎
と
分
科
を
上
る
・
こ
と
を
明
一
言
し
、
議
会
を
押
し
切
っ
た
（
M
1
9
・
1
2
・
1
6
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
県
当
周
は
文
部
省
か
ら
の
内
訓
に
基
づ
き
、
高
等
中
学
校
医
学
部
設
置
の
た
め
に
は
、
県
医
学
校
の
維
持
が
不
可
欠
で
あ

る
と
の
判
断
を
下
し
て
い
た
。
そ
し
て
県
会
で
は
、
医
学
校
費
廃
止
論
が
優
勢
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
議
員
さ
ら
に
は
知
事
に
よ
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る
再
議
要
求
が
強
引
に
重
ね
ら
れ
、
地
方
税
支
弁
が
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
設
置
決
定
と
岡
山
県
の
負
担

　
実
際
に
医
科
の
鞘
堂
設
置
が
確
定
し
た
の
は
、
翌
～
八
八
七
年
八
月
十
九
日
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
文
部
省
告
示
第
六
号
に
よ
り
、
第

三
高
等
中
学
校
医
学
部
を
謹
話
に
設
置
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
第
三
高
等
中
学
校
の
京
都
設
置
が
、
京
都
府
会
で
の
設
置
費
用
支
弁
決
定
か

ら
約
十
日
越
告
示
さ
れ
た
の
に
比
べ
る
と
、
岡
山
県
会
で
の
県
医
学
校
存
続
決
定
か
ら
八
ヶ
月
も
の
問
が
空
い
て
い
る
。
医
科
は
初
め
て
設
置

さ
れ
た
高
等
中
学
校
の
分
科
で
あ
っ
た
。
こ
の
告
示
第
六
号
は
、
高
等
中
学
校
医
学
部
に
つ
い
て
初
め
て
規
定
し
た
法
令
で
あ
り
、
医
科
を
医

学
部
と
呼
称
す
る
こ
と
や
第
～
か
ら
第
五
に
い
た
る
各
高
等
中
学
校
に
そ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
、
基
本
的
な
事
柄
を
定
め
て
い
た
。
お
そ

ら
く
主
眼
は
そ
ち
ら
に
あ
っ
て
、
医
学
部
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
・
第
三
・
第
四
高
等
中
学
校
の
そ
れ
が
す
で
に
確
定
的
で
あ
っ
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
、
つ
い
で
に
盛
り
込
ん
で
お
い
た
と
い
う
可
能
性
が
強
い
。

　
し
か
し
少
な
く
と
も
三
年
五
月
に
は
、
第
三
高
等
申
学
校
の
医
科
を
岡
山
に
設
置
す
る
こ
と
は
規
定
路
線
に
な
っ
て
い
た
。
五
月
の
京
都
府

会
で
は
、
京
都
に
医
科
も
備
え
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
た
議
員
た
ち
が
、
医
科
は
大
阪
に
別
置
さ
れ
る
と
の
噂
を
耳
に
し
、
　
旦
決
定
し
た
高
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

申
学
校
設
置
費
嗣
の
地
方
税
支
弁
に
難
色
を
示
し
始
め
て
い
た
。
だ
が
、
五
月
か
ら
各
地
の
教
育
状
況
を
視
察
し
た
鹿
児
島
県
造
士
館
員
の
出

張
記
録
に
お
い
て
、
第
三
高
等
中
学
校
で
は
「
岡
山
に
分
校
を
設
け
、
大
阪
に
理
学
科
を
置
き
、
岡
山
に
医
学
科
を
設
け
ら
る
・
よ
し
」
と
報

　
　
　
　
　
⑦

告
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
第
三
高
等
中
学
校
折
田
校
長
が
す
で
に
五
月
の
終
わ
り
か
ら
六
月
に
か
け
て
岡
山
の
医
学
校
等
を
巡
視
し
、
そ

の
後
「
岡
山
県
立
医
学
校
を
第
三
高
等
中
学
校
の
管
轄
と
す
る
事
」
に
つ
い
て
の
御
用
の
た
め
に
上
京
し
て
い
た
（
『
山
陽
新
品
M
2
0
・
5
・

2
7
、
6
・
9
）
。
医
学
部
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
制
度
が
未
決
定
で
あ
っ
た
た
め
、
動
き
が
内
々
で
あ
っ
た
時
期
が
長
か
っ
た
が
、
岡
山
設
置
は

確
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
十
月
に
は
第
三
区
（
二
府
十
三
県
）
の
府
県
連
合
委
員
会
が
開
か
れ
、
各
府
県
の
第
三
高
等
中
学
校
経
費
負
握
額
が
決
め
ら
れ
た
。
医
学
部
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を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
岡
山
県
は
、
国
税
・
地
方
税
額
と
人
口
に
よ
り
配
分
さ
れ
た
分
撫
額
に
加
え
、
全
体
の
一
事
を
事
事
さ
れ
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
っ
た
。
経
費
総
額
三
二
五
〇
〇
円
の
う
ち
、
約
六
分
の
一
に
あ
た
る
五
〇
八
八
円
が
岡
山
県
の
負
担
と
な
っ
た
。

　
十
月
一
日
、
文
部
省
学
務
周
長
か
ら
、
高
等
中
学
校
医
学
部
が
設
置
さ
れ
る
千
葉
県
・
宮
城
県
・
岡
山
県
・
石
川
県
・
長
崎
県
の
各
知
事
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
、
医
学
部
生
徒
の
実
習
に
供
す
る
病
院
に
つ
い
て
の
照
会
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
県
は
医
学
部
実
響
用
病
院
を
新
築
も
し
く
は
既

設
県
立
病
院
を
補
修
し
こ
れ
に
充
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
文
部
省
が
新
築
、
あ
る
い
は
文
部
省
が
府
県
の
現

病
院
を
提
供
さ
せ
て
補
修
し
、
府
県
に
貸
し
付
け
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
文
部
省
か
ら
病
院
に
医
学
部
生
徒
臨
床
実
習
用
患
者
費
と
し
て
毎
年

五
千
円
以
内
が
交
付
さ
れ
る
が
、
病
院
の
維
持
費
は
診
療
収
入
や
地
方
税
等
に
よ
り
府
県
側
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
岡
曲

県
は
当
初
自
力
で
補
修
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
準
備
不
充
分
の
た
め
文
部
省
に
病
院
を
提
供
し
て
補
修
を
願
い
出
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
十
一
月
か
ら
の
岡
山
県
通
常
県
会
で
は
、
文
部
省
へ
の
医
学
部
建
築
費
五
万
円
の
寄
附
が
議
案
と
し
て
示
さ
れ
た
。
議
員
か
ら
は
、
第
三
区

内
駿
府
十
三
県
が
共
同
設
置
す
る
第
三
高
等
中
学
校
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
岡
山
県
の
み
が
医
学
部
建
築
費
を
負
掲
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
が
問

わ
れ
、
こ
の
件
は
廃
案
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
県
書
記
官
（
妻
木
猜
介
）
は
、
「
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
を
導
く
る
に
就
て
は
大
阪
其
他
の
競

争
あ
り
之
れ
が
為
め
主
務
省
に
於
て
岡
由
市
に
設
く
れ
は
相
当
の
寄
附
な
か
る
べ
か
ら
ず
然
ら
ざ
れ
ば
多
額
の
寄
附
を
為
す
他
府
県
を
選
定
せ

ざ
る
を
得
ず
と
の
照
会
」
が
あ
り
、
門
彼
是
利
害
を
考
量
し
校
舎
を
建
築
し
て
献
納
す
る
こ
と
に
内
定
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
再
議

の
結
果
、
県
書
記
官
の
「
尤
も
五
万
円
を
以
て
多
額
な
り
と
せ
ば
其
内
五
千
円
は
有
志
金
を
募
集
し
別
途
の
寄
附
と
な
す
べ
し
偏
と
の
見
解
に

従
い
、
翌
明
治
二
十
一
年
度
、
続
く
二
十
二
年
度
の
支
出
額
を
そ
れ
ぞ
れ
二
千
五
百
円
ず
つ
減
じ
て
、
総
額
四
万
五
千
円
の
医
学
校
建
設
費
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

地
方
税
か
ら
支
弁
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
岡
山
県
へ
の
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
設
置
は
、
す
で
に
八
月
十
日
の
文
部
省

告
示
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
部
省
は
、
岡
山
県
か
ら
相
当
の
寄
附
が
な
い
の
な
ら
ば
、
多
額
の
寄
附
を
確
保
で

き
る
他
の
府
県
に
設
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
一
種
の
脅
し
文
句
を
与
え
て
い
た
。
そ
し
て
県
当
局
は
県
会
に
お
い
て
、
前
年
の
医
学
校
費

存
続
に
引
続
き
、
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
の
設
置
費
用
の
地
方
税
に
よ
る
負
担
案
を
力
尽
く
で
通
し
た
。
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な
お
、
有
志
寄
附
金
に
よ
り
支
弁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
残
る
五
千
円
で
あ
る
が
、
「
県
官
よ
り
郡
区
役
所
戸
長
役
場
警
察
署
監
獄
所
等
に

至
る
ま
て
筍
も
国
庫
及
び
地
方
税
の
俸
給
を
受
く
る
も
の
は
、
年
俸
三
千
円
以
上
は
十
分
の
三
、
同
～
千
円
以
上
は
岡
二
分
五
厘
、
月
俸
十
二

円
以
上
は
十
分
の
一
分
七
厘
、
巡
査
看
守
等
外
吏
は
十
分
の
一
を
、
二
月
四
月
六
月
八
月
の
四
期
に
寄
附
す
る
」
と
の
方
法
で
ま
か
な
わ
れ
た

（槻

R
陽
新
報
』
M
2
1
・
1
・
2
1
、
1
・
2
8
）
。
つ
ま
り
実
質
的
に
は
県
吏
層
へ
の
「
翻
当
扁
方
式
で
あ
り
、
純
粋
な
意
味
で
の
寄
附
金
と
は
定
義

し
が
た
い
方
法
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
岡
山
県
が
医
学
部
設
置
に
よ
り
結
果
的
に
負
う
こ
と
と
な
っ
た
財
政
上
の
負
損
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
（
1
）
で
み
た
よ
う
に
、
医
学
部
発
足

ま
で
医
学
校
を
継
続
せ
よ
と
の
文
部
省
の
要
求
に
よ
り
、
一
八
八
六
年
度
に
一
〇
三
七
六
円
、
～
八
八
七
年
度
に
一
〇
二
八
○
円
の
地
方
税
を

費
や
し
た
。
高
等
中
学
校
全
体
の
運
営
経
費
と
し
て
…
八
八
八
年
度
に
五
〇
八
八
円
を
課
さ
れ
た
。
　
一
八
八
八
・
一
八
八
九
年
の
二
年
問
で
、

地
方
税
や
県
吏
員
へ
の
「
劉
当
」
等
に
よ
り
計
五
万
円
の
建
築
費
を
負
満
し
た
。
県
病
院
を
文
部
省
に
提
供
し
、
医
学
部
生
徒
実
習
費
や
建
物

維
持
費
を
負
挺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
該
期
の
県
の
財
政
規
模
で
は
、
年
間
の
総
支
出
予
算
が
六
十
万
円
内
外
で
あ
る
が
、
次
々
に
加
え
ら

れ
る
負
担
を
岡
山
県
当
局
は
受
け
入
れ
、
県
会
の
反
対
も
押
し
切
っ
て
い
っ
た
。

①
以
下
県
会
の
状
況
・
引
用
史
料
は
、
本
文
中
に
明
記
し
た
も
の
の
地
、
「
明
治

　
二
十
年
度
地
方
税
支
出
予
算
」
（
『
陶
山
県
会
史
繋
累
一
編
中
置
民
報
社
　
一
九

　
〇
六
年
）
、
隅
山
賜
新
報
匝
M
1
9
・
1
2
・
1
2
、
1
2
・
1
5
、
1
2
・
η
に
よ
る
。

②
　
「
は
じ
め
に
」
注
①
萬
稿
参
照

③
『
中
外
医
事
薪
報
』
第
　
四
九
号
（
M
1
9
・
6
・
m
）
、
『
東
京
医
事
新
誌
』
第

　
四
二
八
号
（
M
1
9
・
6
・
1
2
）
、
㎎
山
陽
新
報
隔
M
1
9
・
6
・
1
5

④
こ
こ
で
腿
山
県
の
学
区
上
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
…
八
八
五

　
年
二
月
十
｝
工
日
の
学
務
二
局
庶
務
概
則
に
お
い
て
、
文
部
省
学
務
二
局
内
に
、
第

　
…
か
ら
第
六
ま
で
の
地
方
部
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
第
三
地
方
部
は
、
京

　
都
・
大
阪
・
兵
庫
・
三
重
・
滋
賀
・
福
井
・
鳥
取
・
岡
山
・
和
歌
山
の
九
府
県
か

　
ら
構
成
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
先
に
み
た
よ
う
に
文
部
行
政
が
活
発
に
動
き
繊
し
た

同
年
夏
、
七
月
十
一
日
に
学
務
二
局
庶
務
概
則
が
改
正
さ
れ
、
地
方
部
は
一
つ
滅

じ
て
第
一
か
ら
第
五
の
五
区
画
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
区
割
り
も
変
更
さ
れ
て

お
り
、
第
三
地
方
部
は
京
都
・
大
阪
・
兵
庫
・
三
重
・
愛
知
・
滋
賀
・
岐
阜
・
福

井
・
石
鱗
・
窟
山
・
和
歌
出
の
十
一
府
県
、
第
隣
地
二
部
が
鳥
取
・
島
根
・
岡

山
・
広
島
・
由
口
・
徳
島
・
愛
媛
・
高
知
の
八
府
県
へ
変
更
と
な
っ
た
。
明
治
五

（
｝
八
七
二
）
年
八
月
目
学
制
以
来
、
学
区
上
、
岡
山
県
は
…
縛
し
て
京
阪
神
各

府
県
と
一
括
り
に
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
八
五
年
に
な
っ
て
初
め
て
中
国
・
四
国

地
域
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
、
澗
由
も
そ
こ
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

で
き
る
。
軍
事
蒲
に
お
い
て
も
、
一
八
七
三
年
…
月
に
発
足
し
た
六
二
鎮
台
制
度

の
下
で
、
岡
山
は
京
阪
神
各
府
県
と
同
じ
第
四
鎮
台
の
管
轄
下
に
区
分
さ
れ
、
～

八
八
五
年
五
月
の
鎮
台
条
例
改
正
に
よ
る
七
言
管
区
制
導
入
以
降
も
変
わ
ら
な
か
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つ
た
。
府
県
区
分
に
お
け
る
騰
由
県
の
位
置
は
、
京
阪
神
地
区
な
の
か
あ
る
い
は

　
中
国
・
四
国
地
区
な
の
か
、
全
体
的
に
朱
確
定
な
時
期
で
あ
り
、
医
学
校
の
統
合

　
計
薩
に
際
し
て
も
、
学
区
編
成
お
よ
び
岡
山
県
の
駈
属
は
あ
い
ま
い
な
認
識
で
あ

　
つ
た
と
い
え
よ
う
。

⑤
高
等
中
学
校
京
都
設
置
を
定
め
た
　
八
八
六
年
十
～
月
三
十
旨
文
部
省
告
示
第

　
三
号
も
、
第
一
条
の
設
遣
区
域
公
表
に
主
圏
的
が
あ
り
、
付
け
た
り
の
ご
と
き
第

　
一
一
条
に
お
い
て
、
第
王
・
第
閥
高
等
中
学
校
の
設
遣
憾
所
に
の
み
雷
及
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
高
等
中
学
校
設
健
箇
所
は
本
校
・
医
学
部
と
も
に
一
斉
に
決
定
・

　
公
布
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
璽
要
案
件
の
曲
師
に
付
随
し
て
、
決
定
瀬
に
逐
次
公

　
表
し
、
当
該
府
県
に
設
撮
を
保
証
し
て
い
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
踏
ん
だ
。

⑥
　
「
は
じ
め
に
篇
注
①
前
稿
参
照

⑦
前
村
智
子
「
造
士
館
一
巻
（
続
）
」
（
『
尚
古
集
成
館
紀
要
』
第
七
号
、
…
九
九

　
潤
年
）
所
収

⑧
「
は
じ
め
に
扁
注
①
慾
稿
参
照

⑨
『
学
務
局
往
復
書
類
明
治
二
十
年
晶
（
京
都
大
学
大
学
文
書
館
所
蔵
勤
第
鴛
　
高

　
等
瀞
丁
校
㎜
渕
係
資
料
」
八
七
〇
一
〇
議
ハ
）

⑩
　
以
下
、
前
掲
欝
剛
山
県
会
史
撫
第
｝
編
参
照
。
こ
の
年
十
…
～
十
二
月
の
『
由

　
鮮
紅
報
隔
は
現
存
し
な
い
。

⑪
　
前
掲
隅
岡
山
大
学
医
学
部
百
年
史
』
で
は
寄
附
が
…
万
湾
と
さ
れ
て
い
る
が
、

　
五
千
円
で
あ
る
。
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四
　
地
域
医
学
教
育
体
制
の
再
編

（
1
）
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
の
発
足

　
一
八
八
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
岡
山
県
医
学
校
は
廃
止
さ
れ
、
翌
四
月
一
日
、
定
員
四
百
名
の
と
こ
ろ
一
三
七
名
の
生
徒
を
も
っ
て
、

第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
が
発
足
し
た
。
両
校
の
間
に
法
的
な
継
続
関
係
は
な
い
。
し
か
し
、
旧
岡
山
県
医
学
校
の
校
會
が
用
い
ら
れ
、
学
校

長
で
あ
っ
た
菅
之
芳
が
医
学
部
長
に
就
任
し
、
教
員
の
大
半
に
は
旧
医
学
校
の
教
員
が
任
命
さ
れ
た
。
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
は
、
設
備
や

ス
タ
ッ
フ
な
ど
の
面
で
、
事
実
上
岡
山
県
医
学
校
を
引
き
継
い
で
い
た
と
い
え
る
。

　
府
県
医
学
校
よ
り
も
高
い
レ
ベ
ル
の
学
校
と
さ
れ
た
高
等
中
学
校
医
学
部
の
卒
業
生
に
は
、
医
学
得
業
士
の
称
号
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
文
部
省
は
当
初
、
入
学
（
編
入
）
に
は
、
「
高
等
中
学
校
医
学
部
及
其
程
度
」
（
一
八
八
七
年
九
月
十
七
日
文
部
省
令
第
九
号
）
の
学
科
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
基
い
た
学
科
試
験
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
が
、
十
二
月
に
な
っ
て
、
甲
種
・
乙
種
を
問
わ
ず
、
府
県
医
学
校
本
科
生
徒
に
対
し
、
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表2　岡山県医学校・第三商等中学校鷹学部生徒数（入）

府県別内訳
総計／纂三区内府県計／

ｪ山県計

自由県医学校生徒 岡口」161　　島根61　　娃1［簾33　　愛重装i30　　孝1… 4ユ3／362（88％）／

（1887．10） 歌山23　福岡13　徳島玉2　広島9　佐賀 ！61（39％）

8　鳥取7　高知7　大阪6　兵庫5
宮崎5　三重5　大分5　長崎3　栃水
3　　　千葉　2　　　浸玄賀　2　　　青森　2　　　愛矢琵　2

熊本1　鹿児島1　茨城1　福島1　岐
阜1　三共1　石liほ　長野1　山形1

第三高等中学校医学部生徒 第三年生 92／

（エ888，4．9） 岡山40　島根14和歌L組0　愛媛9　徳 86（93％）／

島3　鳥取3　三重2　広島2　滋賀i 40（43e，f．）

欝崎1　鹿児島ユ　福岡1　佐賀1　大
阪1　熊本1　岐阜1　岩手1

第二年生 116／

兵庫20　岡山17和歌撲」13　島根11徳 95（82％）／

島10　山口7　広島7　愛媛4　愛知4

汢ｪ3　佐賀3　三重3　大分3　長野
R　高知1　大阪1　宮疇ユ　長崎1
ﾈ木1　鍍阜1　幅井1　福島1

！7（ユ5％）

317／

Q69（85％）／

V7（24％）

第一年生 109／

岡山20　兵庫ユ9　山州9　広島9　島根 88（81％〉／

7　大分7　福岡6　三重5　愛媛崔 20（18％）

高知3　鼓阜3　徳島2　鳥取2　大阪
2　　栃ブイく2　　学者「32　　宮彫物亙　　長野奇1

千葉1　滋賀1　青森ユ　愛知1　茨城
P
．

『明治廿年　第三高等中学校設置一件書類」（京都府立総合資料館所蔵「京都府庁文書」晦20－41），

ぎ医学部達構指令上申開申届書類』（京都大学大学芋書館所蔵f第三高等学校関係資料」880069）よ

り作成。％は各欄総計に対する割合を示す。

設
置
区
域
内
の
高
等
中
学
校
へ
の
入
学
に
限
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
初
年
度
無
試
験
入
学
を
認
め
た
。

　
岡
山
県
医
学
校
は
、
す
で
に
前
年
の
～
八
八
六

年
十
一
月
、
二
百
名
の
規
模
拡
大
を
期
し
、
他
府

県
医
学
校
生
に
対
し
て
は
、
書
類
審
査
に
よ
り
相

当
の
期
へ
無
試
験
で
編
入
す
る
入
試
方
法
を
実
施

　
　
　
③

し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
甲
種
医
学
校
生
の
場

合
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
文
部
省
は
、

高
等
中
学
校
制
度
の
始
動
を
控
え
、
レ
ベ
ル
堅
持

よ
り
も
盤
域
内
府
県
医
学
校
生
徒
の
ス
ム
ー
ズ
な

吸
収
を
重
視
し
、
甲
種
・
乙
種
を
問
わ
な
い
無
試

験
入
学
の
機
会
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。
甲
種
医

学
校
も
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
も
と
も
に
四
年

制
で
あ
っ
た
が
、
初
年
度
の
第
三
高
等
中
学
校
医

学
部
の
鵬
年
生
が
い
な
い
こ
と
を
み
る
と
、
実
態

と
し
て
は
、
無
試
験
で
は
あ
る
も
の
の
繰
り
下
げ

編
入
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
表
2
に
岡
劇
医
学
校
お
よ
び
発
足
時
第
三
高
等

中
学
校
医
学
部
の
府
県
別
生
徒
数
を
示
し
た
。
こ
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こ
に
み
る
よ
う
に
、
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
は
岡
山
県
出
身
者
を
約
四
人
組
一
人
（
2
4
％
）
抱
え
て
発
足
し
た
が
、
県
医
学
校
時
代

（
3
9
％
）
に
比
べ
る
と
そ
の
割
合
は
約
四
割
減
と
な
っ
て
お
り
、
県
域
を
越
え
て
広
域
に
利
す
る
学
校
と
い
う
性
格
を
よ
り
強
め
て
出
発
し
た

と
い
え
る
。
県
内
娼
身
者
六
円
、
県
外
出
身
者
十
二
円
で
あ
っ
た
授
業
料
は
、
二
十
円
に
引
き
上
げ
て
一
律
化
さ
れ
た
（
『
山
陽
新
報
隔
M
2
1
・

！
・
1
7
）
。
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（
2
）
　
各
府
県
で
の
対
応

　
一
八
八
七
年
十
月
一
日
勅
令
第
四
十
八
号
に
よ
り
、
府
県
立
医
学
校
の
費
用
は
翌
年
度
以
降
、
地
方
税
を
以
て
支
弁
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

た
。
八
月
、
五
つ
の
高
等
申
学
校
す
べ
て
に
医
学
部
を
附
設
す
る
こ
と
、
高
等
中
学
校
費
用
は
設
置
区
域
ご
と
に
府
県
連
合
で
支
弁
す
る
こ
と
、

府
県
連
合
委
員
会
を
設
置
し
て
各
府
県
分
担
額
を
定
め
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
の
措
置
で
あ
る
。
各
府
県
は
こ
の
勅
令
に
対
応
す

る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。
以
下
、
医
学
部
非
設
置
府
県
と
な
っ
た
兵
庫
県
・
京
都
府
・
大
阪
府
の
対
応
策
を
把
握
し
た
上
で
、
岡
山
県
の
状
況
を

検
討
す
る
。
い
ず
れ
の
府
県
も
、
甲
種
認
定
を
受
け
た
伝
統
校
を
有
し
た
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　
兵
庫
県
立
神
戸
医
学
校
在
校
生
の
三
分
の
二
は
、
兵
庫
県
下
の
出
身
郡
あ
る
い
は
村
か
ら
学
費
を
得
、
卒
業
の
上
は
郷
里
に
て
開
業
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
医
学
校
長
は
こ
れ
ら
の
生
徒
が
岡
山
の
医
学
部
に
転
入
し
学
業
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
兵
庫
県
知
事
に
上
申
、
岡

山
県
庁
へ
も
照
会
を
な
し
た
（
『
山
陽
新
報
隔
M
2
0
・
1
0
・
1
4
）
。
兵
庫
県
は
一
八
八
七
年
十
月
九
日
、
第
三
高
等
中
学
校
長
に
宛
て
て
、
本
年
度

限
り
で
兵
庫
県
立
神
戸
医
学
校
を
廃
止
し
た
場
合
、
本
年
度
卒
業
生
（
翌
三
月
）
を
除
く
在
校
生
（
第
二
級
生
〔
三
年
生
相
当
〕
三
十
九
名
、
第
三

級
生
〔
二
年
生
相
当
〕
三
十
名
、
第
四
級
生
〔
一
年
生
相
当
〕
三
十
九
名
、
細
思
予
習
名
）
は
岡
山
の
医
学
部
に
無
試
験
で
入
学
で
き
る
の
か
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
も
相
当
の
学
術
試
験
を
受
け
な
く
て
は
入
学
で
き
な
い
の
か
、
回
答
を
求
め
て
い
る
。

　
結
局
は
先
に
み
た
よ
う
に
無
試
験
入
学
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
上
声
医
学
校
か
ら
岡
山
に
転
校
し
た
の
は
十
数
名
と
さ
れ
、
大
阪

の
医
学
校
に
転
じ
る
者
も
あ
っ
た
よ
う
だ
（
『
神
戸
又
新
式
報
磁
M
2
0
・
1
2
・
4
、
！
2
・
2
8
）
。
表
2
に
よ
れ
ば
、
第
三
高
等
中
学
校
第
二
年
生
以
下
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の
兵
庫
県
出
身
者
が
三
年
生
に
比
べ
激
増
し
て
お
り
、
神
戸
医
学
校
の
生
徒
は
主
に
第
二
学
年
以
下
に
編
入
、
す
な
わ
ち
実
質
二
年
置
繰
り
下

げ
と
な
っ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
在
学
期
間
が
か
な
り
長
く
な
る
こ
と
が
、
岡
山
へ
の
足
を
止
め
さ
せ
た
面
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
神
戸
医
学
校
教
諭
の
間
に
は
、
私
立
医
学
校
を
設
置
し
、
県
下
で
の
医
学
教
育
を
継
続
し
よ
う
と
の
動
き
も
あ
っ
た
が
（
『
神
戸
又
薪
日
報
』

M
2
0
・
！
1
・
1
8
）
、
こ
れ
は
実
現
を
み
ず
、
生
徒
は
岡
山
な
り
大
阪
な
り
へ
転
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
前
の
医
学
校
を
放
棄
し
、
近
隣
府
県
へ

医
学
教
育
を
委
ね
る
方
法
を
い
ち
早
く
選
択
し
た
の
が
兵
庫
県
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
高
等
申
学
校
本
科
と
と
も
に
医
科
も
設
置
さ
れ
る
は
ず
、
と
い
う
高
論
見
が
は
ず
れ
た
京
都
府
で
は
、
一
八
八
七
年
十
一
月
の
通
常
府
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
い
て
、
号
外
議
案
と
し
て
府
立
療
病
院
補
助
費
の
新
設
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
費
琶
は
一
見
療
病
院
費
を
補
助
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実

は
医
学
校
に
対
す
る
補
助
で
あ
っ
た
。
常
置
委
員
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
　
　
地
方
税
支
弁
が
禁
止
さ
れ
府
医
学
校
が
廃
止
さ
れ

れ
ば
、
現
生
徒
は
四
方
に
離
散
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
岡
山
に
設
立
さ
れ
た
高
等
中
学
校
医
学
部
の
定
員
は
わ
ず
か
に
四
百
名
で
あ
る
の
に
、
岡

山
医
学
校
だ
け
で
三
百
名
の
生
徒
が
あ
り
、
な
お
か
つ
入
学
試
験
も
厳
し
い
と
聞
く
。
こ
の
よ
う
な
定
員
・
レ
ベ
ル
の
壁
に
よ
り
府
医
学
校
生

徒
が
入
学
で
き
な
い
場
合
に
備
え
、
現
在
校
生
約
百
八
十
名
が
卒
業
す
る
ま
で
は
、
府
医
学
校
に
対
し
て
三
年
間
の
補
助
を
続
け
た
い
。

　
だ
が
こ
の
議
案
に
関
す
る
二
次
会
の
開
催
は
否
決
さ
れ
た
。
一
次
会
の
否
決
に
も
関
わ
ら
ず
、
常
置
委
員
の
主
導
に
よ
り
、
三
千
円
の
府
立

療
病
院
補
助
費
予
算
追
加
議
案
が
再
提
示
さ
れ
た
が
、
府
会
は
再
度
こ
れ
を
否
決
し
、
こ
の
件
は
廃
案
と
な
っ
た
。
反
対
議
員
の
弁
に
よ
れ
ば
、

勅
令
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
医
学
校
費
の
支
弁
を
別
費
目
で
捻
出
す
る
と
い
う
手
段
へ
の
疑
問
も
確
認
で
き
る
が
、
「
議
員
は
前
臼
高
等
中
学
の

こ
と
に
懲
り
最
早
維
持
す
る
の
精
神
な
く
忽
ち
廃
案
に
決
し
た
り
」
（
開
山
陽
新
報
』
M
2
1
・
3
・
2
7
）
と
の
薪
聞
報
道
が
核
心
を
突
い
て
い
る
。

～
八
八
六
年
十
一
月
、
設
置
費
用
を
地
方
税
か
ら
捻
出
し
高
等
中
学
校
を
設
置
す
る
議
案
を
可
決
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
一
連
の
事
態
は
、

そ
の
後
、
医
学
部
が
分
置
さ
れ
て
他
県
に
さ
ら
わ
れ
、
府
医
学
校
を
引
き
継
が
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
見
込
み
違
い
の
結
末
に
い
た
っ
た
。
加
え

て
本
校
設
置
箇
所
と
な
っ
た
こ
と
で
、
地
方
税
か
ら
の
支
弁
額
も
設
置
区
域
内
の
他
県
に
比
し
て
増
課
さ
れ
て
い
る
。
当
府
会
で
は
岡
時
に
、

高
等
中
学
校
経
費
の
地
方
税
負
担
を
規
定
す
る
中
学
校
二
百
体
が
筋
違
い
で
あ
り
、
経
費
は
国
庫
が
負
損
す
る
べ
き
で
あ
る
と
批
判
し
た
内
相
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⑥

宛
の
建
議
が
全
会
～
致
で
可
決
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
進
路
を
見
誤
っ
た
と
の
思
い
に
よ
る
、
制
度
そ
の
も
の
へ
の
八
つ
当
た
り
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
一
八
八
七
年
の
京
都
府
会
は
、
高
等
中
学
校
と
い
う
薪
制
度
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
実
感
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
高
等
中

学
校
制
度
に
関
わ
っ
て
府
が
提
示
す
る
議
案
に
は
賛
成
し
な
い
と
い
う
府
政
へ
の
不
信
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
翌
年
の
通
常
府
会
に

な
っ
て
、
医
学
校
財
産
を
す
べ
て
療
病
院
に
付
与
し
、
同
年
度
以
降
、
医
学
校
費
を
療
病
院
賞
と
し
て
地
方
税
か
ら
支
弁
し
て
い
く
こ
と
が
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

度
口
写
外
議
案
と
し
て
提
示
さ
れ
、
可
決
さ
れ
る
に
い
た
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
京
都
府
当
局
は
、
医
学
校
費
地
方
税
支
弁
の
禁
止
に
対
し
、
実
質
の
医
学
校
費
を
療
病
院
費
に
組
み
替
え
て
支
弁
を
続
け

る
と
い
う
苦
肉
の
策
を
講
じ
、
府
の
送
主
的
な
医
学
教
育
を
継
続
し
て
お
い
た
の
で
あ
っ
た
。
府
が
従
来
行
っ
て
き
た
教
育
お
よ
び
そ
の
生
徒

を
、
他
県
に
新
設
さ
れ
た
高
等
中
学
校
医
学
部
に
全
面
的
に
委
ね
る
こ
と
に
確
儒
が
も
て
な
い
な
か
で
の
判
断
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
兵
庫
や
京
都
と
異
な
り
、
中
学
校
令
に
翻
弄
さ
れ
な
か
っ
た
の
が
大
阪
府
で
あ
る
。
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
教
育
を
展
開
す
る
大
阪
府
医
学
校
は
、

岡
山
県
医
学
校
と
並
ん
で
高
等
申
学
校
医
学
部
へ
の
転
用
が
有
力
視
さ
れ
て
い
た
が
、
地
方
税
支
弁
に
よ
ら
ず
に
病
院
収
入
等
で
維
持
が
可
能

で
あ
っ
た
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
特
段
の
メ
リ
ッ
ト
が
見
出
せ
な
い
以
上
、
大
阪
府
は
医
学
校
の
高
等
中
学
校
化
に
食
指
を
動
か
さ
ず
、
一

方
で
勅
令
四
十
八
弩
に
よ
る
医
学
校
費
地
方
税
支
弁
禁
止
の
影
響
も
被
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
一
章
（
1
）
で
み
た
よ
う
に
、
大
阪
医
学
校
は

す
で
に
　
八
八
六
年
三
月
、
廃
止
が
決
定
し
た
三
重
県
医
学
校
の
生
徒
過
半
数
に
あ
た
る
八
十
名
を
編
入
さ
せ
て
い
た
が
、
同
年
十
月
に
徳
島

県
医
学
校
生
徒
三
十
三
名
、
翌
一
八
八
七
年
十
一
月
に
は
大
分
県
医
学
校
生
徒
二
十
六
名
を
受
け
入
れ
、
む
し
ろ
高
等
中
学
校
制
度
発
足
薩
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
規
模
は
拡
大
し
て
い
る
。
表
1
に
示
し
た
こ
の
三
校
の
一
八
八
五
年
次
生
徒
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
四
七
名
、
六
十
七
名
、
七
十
五
名
で
あ
り
、

三
重
県
医
学
校
は
五
～
六
割
、
徳
島
県
医
学
校
は
約
半
数
、
大
分
県
医
学
校
は
約
三
分
の
一
の
生
徒
が
大
阪
府
医
学
校
を
選
択
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
大
阪
府
医
学
校
は
、
第
三
区
内
外
を
問
わ
ず
、
廃
止
さ
れ
た
各
府
県
医
学
校
生
徒
の
受
け
入
れ
先
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
当
該
年
度
に
区
域
内
府
県
医
学
校
生
徒
の
無
試
験
入
学
を
実
施
し
た
岡
山
の
高
等
中
学
校
医
学
部
同
様
の
役
捌
を
果
た
し
た
。
大
阪
磨
は

独
自
路
線
を
貫
き
、
自
前
の
府
医
学
校
を
運
営
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
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地域におけるギ官立学校」の成立（繊中）

第
三
高
等
中
学
校
（
本
校
）
の
前
身
と
な
っ
た
宮
立
学
校
は
、
一
八
六
九
年
以
来
、
大
阪
府
内
に
立
地
し
て
い
た
。
す
で
に
中
立
学
校
の
イ

メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
た
点
で
、
大
阪
府
は
特
異
な
府
県
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
学
校
は
、
こ
れ
ま
で
府
行
財
政
と
は
基
本
的
に

無
関
係
に
存
立
し
て
き
た
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
阪
府
に
と
っ
て
、
メ
リ
ッ
ト
の
見
え
な
い
ま
ま
、
そ
の
後
身
校
で
あ
る
高
等
中
学
校
と
い
う

存
在
の
経
費
が
突
然
に
降
り
か
か
っ
て
き
た
こ
と
に
は
、
違
和
感
し
か
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
八
八
七
年
に
確
定
し
た
高
等
中
学
校
医
学
部
と
い
う
新
制
度
に
対
し
、
い
わ
ば
「
依
存
型
」
の
兵
庫
県
、
「
疑
心
型
」

の
京
都
府
、
「
無
視
型
」
の
大
阪
蔚
と
、
各
府
県
の
対
応
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
税
支
弁
禁
止
以
後
も
存
続
し
た
府
県
立
医
学
校

は
、
京
都
・
大
阪
・
愛
知
の
三
校
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
府
県
を
除
け
ば
、
全
国
的
傾
向
は
兵
庫
県
の
よ
う
な
「
依
存
型
」
と
な
っ
た
と

想
像
で
き
る
。
存
続
し
た
二
つ
の
有
力
府
県
医
学
校
を
含
む
こ
と
で
、
区
域
内
医
学
教
育
の
場
が
新
設
の
高
等
中
学
校
医
学
部
へ
一
極
化
す
る

と
い
う
事
態
が
直
ち
に
生
じ
な
か
っ
た
第
三
区
は
、
特
異
な
地
域
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
本
稿
の
主
人
公
、
岡
山
県
の
動
き
を
み
る
。

　
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
県
医
学
校
時
代
と
同
様
、
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
三
年
生
の
多
く
が
岡
山
嵐
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

み
る
と
（
輪
％
）
、
神
戸
医
学
校
生
徒
と
は
異
な
り
、
岡
山
県
医
学
校
生
徒
の
繰
り
下
げ
幅
は
一
年
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
聾
唖

県
医
学
校
生
徒
の
な
か
に
も
、
繰
り
下
げ
編
入
を
嫌
い
、
早
期
卒
業
が
可
能
な
京
都
府
医
学
校
へ
の
転
入
を
考
え
る
者
も
あ
っ
た
と
も
い
う

（噸

R
陽
新
報
瞼
M
2
1
・
1
・
1
7
）
。

　
当
県
に
お
い
て
は
、
私
立
岡
山
薬
学
校
創
設
の
動
き
が
特
筆
さ
れ
る
。
～
八
八
七
年
四
月
よ
り
計
画
さ
れ
、
九
月
二
十
三
日
過
開
校
式
に
は
、

書
記
官
な
ど
の
県
属
や
中
学
校
長
、
菅
之
芳
や
清
野
勇
を
は
じ
め
と
す
る
医
学
校
教
員
が
臨
席
し
た
。
発
起
人
は
地
元
の
薬
舗
業
者
た
ち
で
あ

り
、
当
面
必
要
な
創
設
費
は
二
百
五
十
円
、
資
本
金
は
発
起
者
の
墨
金
や
篤
志
家
の
寄
附
金
、
授
業
料
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
と
さ
れ
た
（
『
山

陽
新
報
麟
M
2
0
・
9
・
2
5
）
。
発
起
人
中
開
校
を
宣
言
し
た
中
娼
横
太
郎
は
、
か
つ
て
県
下
教
育
の
向
上
の
た
め
に
宣
教
医
の
招
聰
を
リ
…
ド
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
岡
山
き
っ
て
の
有
力
者
で
あ
る
が
、
薬
舗
業
者
に
請
わ
れ
て
加
わ
っ
た
と
い
う
。
校
地
は
中
川
の
弟
で
実
業
家
の
杉
田
岩
三
郎
が
提
供
し
た
。

25　（979）



　
岡
山
県
医
学
校
教
員
を
教
師
陣
に
迎
え
た
こ
の
私
立
薬
学
校
は
、
～
八
八
八
年
四
月
の
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
発
足
に
際
し
て
、
医
学
部

へ
の
進
学
予
備
教
育
を
行
う
予
備
科
を
設
置
し
、
授
業
も
医
学
部
の
設
備
を
借
り
て
行
わ
れ
た
。
翌
年
三
月
十
七
日
文
部
省
令
第
九
号
に
よ
り

医
学
部
に
薬
学
科
が
附
設
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
、
一
八
九
〇
年
二
月
六
日
の
文
部
省
告
示
第
∬
万
に
よ
り
岡
山
で
の
第
三
高
等
申
学
校
医
学

部
薬
学
科
の
開
設
が
公
布
さ
れ
、
四
月
か
ら
定
員
百
名
を
も
っ
て
開
校
す
る
こ
と
と
な
る
。
私
立
薬
学
校
は
そ
れ
に
先
立
つ
一
八
八
九
年
十
二

月
、
医
学
部
予
備
校
と
改
称
し
、
生
徒
百
寮
を
募
集
、
在
学
生
と
墨
入
生
は
そ
の
ま
ま
医
学
部
薬
学
科
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
私

立
岡
山
薬
学
校
は
、
制
度
に
先
行
し
、
制
度
外
の
立
場
か
ら
実
質
的
に
高
等
中
学
校
医
学
部
体
鋼
を
補
完
す
る
機
能
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。

①
明
治
二
十
年
九
月
昔
竪
琴
文
部
大
臣
よ
り
福
開
県
知
事
宛
十
三
（
糊
学
務
局
往

　
復
轡
類
　
明
治
二
十
年
臨
前
掲
「
第
三
商
等
学
校
関
係
資
料
」
八
七
〇
…
〇
六
）

②
明
治
二
十
年
十
二
月
十
五
日
裁
定
「
医
学
狡
生
徒
募
集
ノ
儀
二
付
伺
」
文
部
省

　
専
門
学
務
局
長
よ
り
高
等
中
学
校
長
宛
（
同
右
）

③
『
東
京
医
事
新
誌
一
二
四
五
二
号
（
M
P
・
鍛
・
2
7
）
に
掲
載
の
募
集
広
告

④
「
兵
庫
県
医
学
校
生
徒
岡
由
医
学
部
へ
転
学
之
儀
二
藤
岡
県
へ
劇
団
ノ
件
」

　
（
『
各
庁
往
復
書
類
　
明
治
二
十
年
』
前
掲
「
第
三
高
等
〆
鯖
関
係
資
料
」
八
七

　
〇
〇
八
二
）

⑤
　
明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日
「
京
都
府
会
議
録
纂
第
六
号
扁
（
『
明
治
廿
一
年

　
度
　
京
都
府
会
議
事
録
　
全
隔
）

⑥
以
下
「
は
じ
め
に
」
注
①
前
稿
参
照
。

⑦
明
治
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日
「
京
都
府
会
議
録
事
第
十
号
」
（
絹
紬
治
廿
二
年

　
度
　
京
都
府
会
議
事
録
　
全
臨
）

⑧
「
各
種
三
業
ノ
功
程
扁
（
大
阪
府
内
務
部
『
大
阪
府
会
工
臨
第
～
編
2
九
〇
〇

　
年
〕
）

⑨
表
2
中
、
第
三
年
生
九
十
二
名
は
、
甲
十
八
名
（
う
ち
周
由
九
名
）
と
乙
七
十

　
難
名
（
う
ち
購
掛
三
十
一
名
）
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
甲
は
医
学
得
業
士
の
称
号

　
を
得
る
た
め
に
、
卒
業
せ
ず
に
残
っ
た
生
徒
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
明
ら

　
か
で
は
な
い
。

⑩
　
小
鋤
皓
二
「
付
属
予
備
科
教
場
」
（
糊
岡
山
医
学
岡
三
会
報
睡
八
十
五
号
　
二
〇

　
〇
八
年
）
。
小
賑
は
同
誌
に
お
い
て
、
岡
山
医
学
史
に
つ
い
て
連
載
し
て
い
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
ふ
ま
え
、
高
等
中
学
校
制
度
に
つ
い
て
概
括
的
に
論
じ
て
締
め
く
く
る
。

　
～
八
八
○
年
代
に
お
い
て
、
府
県
医
学
校
（
専
門
学
校
）
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
は
、
広
域
に
益
す
る
地
域
の
高
等
教
育
機
関
の
経
費
支
弁

主
体
は
ど
こ
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
本
質
的
な
問
い
を
つ
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
（
第
一
章
、
第
二
章
）
。
新
た
に
生
じ
た
こ
の
問
題
に
対



地域におけるヂ官立学校」の成立（田中）

し
て
、
文
部
省
は
確
た
る
答
え
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
国
庫
と
府
県
（
連
合
）
の
共
問
支
弁
制
を
盛
り
込
み
高
等
中
学
校
制
度
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

型
と
な
っ
た
一
八
八
四
年
十
月
の
学
制
改
革
案
が
、
文
部
宮
僚
か
ら
ま
ず
地
方
官
に
諮
問
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
証
左
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
八
八
六
年
四
月
恩
貸
、
中
学
校
令
に
よ
り
発
足
し
た
新
制
度
・
高
等
中
学
校
は
、
中
学
校
と
専
門
学
校
と
い
う
区
分
、
管
理
と
経
費
負
担

を
め
ぐ
る
国
と
府
県
と
の
境
界
線
を
い
っ
た
ん
あ
い
ま
い
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
森
文
政
下
の
諸
学
校
令
の
一
翼
を
な
す
申
学
校
令
は
、
申

央
集
権
的
教
育
体
制
を
確
立
し
た
法
令
な
の
で
は
な
く
、
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
教
育
体
制
の
再
編
に
向
け
て
、
地
域
の
教
育
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
一
度
集

結
さ
せ
撹
溶
し
て
み
る
基
盤
と
な
っ
た
法
令
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
具
体
的
な
規
定
は
棚
上
げ
に
さ
れ
て
お
り
、
法
令
発
布
後
の
各
地
の
多
様

な
反
応
を
反
映
し
う
る
、
ゆ
る
や
か
で
柔
軟
な
性
格
を
備
え
て
い
た
。
そ
の
後
の
成
り
行
き
次
第
で
、
制
度
の
実
質
は
ど
の
よ
う
に
で
も
翻
り

得
た
の
で
あ
る
。

　
経
過
観
察
と
模
索
の
う
ち
に
二
年
余
り
が
過
ぎ
た
一
八
八
八
年
八
月
七
日
、
内
相
・
患
畜
・
蔵
相
か
ら
府
県
に
対
し
、
高
等
申
学
校
経
費
を

地
方
税
か
ら
支
弁
さ
せ
る
こ
と
は
翌
年
度
よ
り
当
分
見
合
わ
せ
る
と
の
訓
令
が
示
さ
れ
た
。
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
背
景
に
は
、
府
県
会

規
則
や
地
方
税
規
則
と
い
っ
た
内
務
省
管
下
の
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
と
の
原
理
的
齪
齢
、
お
よ
び
各
地
の
府
県
会
か
ら
の
抵
抗
が
あ
っ
た
。
こ

の
訓
令
に
よ
り
、
経
費
負
担
と
管
理
の
分
断
、
国
と
複
数
府
県
に
よ
る
共
同
で
の
経
費
支
弁
と
い
う
発
想
は
幕
引
き
と
な
り
、
高
等
申
学
校
は

国
庫
支
弁
・
文
部
省
管
理
の
学
校
と
な
っ
た
。

　
古
典
的
な
噸
明
治
以
降
教
育
翻
増
発
達
史
島
（
龍
吟
社
　
一
九
三
八
年
）
を
筆
頭
に
、
多
く
の
概
説
書
や
研
究
書
が
、
中
学
校
令
に
よ
り
官
立

高
等
中
学
校
制
度
が
定
め
ら
れ
た
と
記
す
。
筆
者
も
前
殿
に
お
い
て
、
高
等
中
学
校
を
安
易
に
「
官
立
学
校
」
と
表
現
す
る
過
ち
を
犯
し
て
い

る
。
だ
が
、
当
該
期
に
お
け
る
「
官
立
」
と
の
呼
称
の
要
件
お
よ
び
そ
の
生
成
過
程
は
、
厳
密
に
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
中
学
校
令
に

「
官
立
」
と
の
表
記
は
ど
こ
に
も
な
く
、
高
等
中
学
校
は
「
文
部
大
臣
ノ
管
理
二
属
ス
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
、
一
八
八
八
年
八
月
華
洛
の
訓
令
に
よ
る
経
費
負
担
と
管
理
の
主
体
の
一
元
化
を
も
っ
て
、
純
粋
な
意
味
で
の
「
宮

立
」
高
等
中
学
校
の
確
立
と
定
義
し
た
い
。
中
学
校
令
に
よ
る
発
足
時
の
高
等
中
学
校
は
、
地
域
の
高
等
教
育
機
関
を
国
と
府
県
（
腰
高
）
と
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の
共
同
支
弁
に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
当
初
か
ら
「
官
立
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
訓
令
発
布
の
一
因
と
も
い
え

る
一
八
八
七
年
十
二
月
の
内
相
田
県
有
朋
宛
京
都
府
会
の
建
議
が
、
「
該
校
の
窟
猛
た
る
に
拘
は
ら
す
其
経
費
の
半
額
を
地
方
税
に
負
損
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
ら
れ
し
は
主
客
相
混
ず
る
を
免
れ
す
漏
と
、
自
ら
「
官
立
偏
の
表
現
を
用
い
て
高
等
中
学
校
を
捉
え
、
地
方
税
支
弁
を
拒
否
す
る
に
い
た
っ

て
い
た
こ
と
は
騒
ハ
味
深
い
。

　
高
等
中
学
校
の
「
宮
立
偏
化
は
、
運
営
経
費
の
完
全
な
国
庫
負
損
を
認
め
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
府
県
会
の
抵
抗
の
勝
利
と
も
い
え
る
。
し

か
し
文
部
省
は
、
地
元
側
か
ら
五
月
雨
式
に
設
置
経
費
を
引
き
出
し
て
い
た
。
第
副
章
で
は
岡
山
県
を
事
例
に
、
高
等
中
学
校
設
置
府
県
に
対

し
て
多
大
な
負
挺
が
課
せ
ら
れ
て
い
っ
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
制
度
外
の
と
こ
ろ
で
事
態
を
動
か
し
て
い
く
と
い
う
文
部
行
政
の
特
徴

が
認
め
ら
れ
る
。

　
高
等
中
学
校
設
置
に
つ
い
て
は
、
地
方
教
育
史
や
学
校
史
の
類
を
は
じ
め
、
～
般
に
府
県
が
こ
れ
を
「
誘
致
」
し
た
と
表
現
さ
れ
続
け
て
い

る
。
し
か
し
府
県
に
と
っ
て
高
等
申
学
校
と
は
、
初
め
て
体
験
す
る
「
官
」
の
学
校
で
あ
り
、
ま
た
法
律
上
の
規
定
も
漠
と
し
て
い
て
、
不
明

点
の
多
い
綱
度
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
京
都
府
や
岡
山
県
に
課
さ
れ
た
経
済
的
負
担
、
府
県
会
の
抵
抗
、
そ
し
て
何
よ
り
、
個
別
打
診
・

内
示
と
い
う
文
部
省
の
主
導
性
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
府
漿
に
よ
る
「
受
入
」
で
あ
っ
た
と
定
義
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
高
等
教
育
機

関
の
「
誘
致
偏
と
呼
び
う
る
現
象
、
す
な
わ
ち
商
工
業
者
や
議
員
な
ど
と
い
っ
た
勢
力
の
活
動
が
展
開
し
、
地
域
側
の
能
動
性
が
発
揮
さ
れ
て

悪
露
の
実
現
に
い
た
る
の
は
、
　
八
九
〇
年
代
以
降
の
話
で
あ
り
、
一
八
八
○
年
代
森
文
政
期
の
高
等
申
学
校
設
遣
に
つ
い
て
、
主
体
の
確
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

や
分
別
を
行
わ
ず
に
「
誘
致
脇
や
「
運
動
」
と
い
っ
た
語
句
を
安
直
に
用
い
る
こ
と
は
、
適
当
で
な
い
。
ま
し
て
や
京
都
・
大
阪
・
岡
山
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
激
烈
な
医
学
部
争
奪
戦
」
が
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
捉
え
方
は
、
後
世
の
都
市
問
競
争
（
鉄
道
や
博
覧
会
な
ど
の
「
誘
致
合
戦
」
）
の
イ
メ
…
ジ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

前
倒
し
し
て
付
与
し
た
誤
認
で
あ
る
。

　
府
県
会
が
か
ろ
う
じ
て
「
受
入
」
に
首
肯
し
え
た
の
は
、
高
等
中
学
校
制
度
に
「
民
力
休
養
」
の
期
待
を
か
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
府
県

立
学
校
の
経
費
節
減
は
、
一
八
八
○
年
代
前
半
を
通
じ
た
府
県
会
の
要
求
で
あ
り
、
府
県
会
は
高
等
中
学
校
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
府
県
教
育
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を
文
部
省
（
国
鷹
支
弁
）
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
見
通
し
を
抱
く
こ
と
が
で
き
た
（
第
一
章
、
第
二
章
）
。
　
八
八
六
年
森
文
政
期
の
高
等
中
学
校

設
置
は
、
「
民
力
休
養
」
論
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
地
域
振
興
と
い
っ
た
積
極
政
策
的
発
想
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
他
の
イ
ン
フ
ラ
誘
致
と
は
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
高
等
教
育
機
関
設
置
問
題
固
有
の
性
格
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
四
章
に
み
た
よ
う
に
、
府
県
の
高
等
中
学
校
制
度
へ
の
対
応
策
は
多
様
で
あ
り
、
少
々
く
だ
け
た
表
現
を
用
い
る
な
ら
、
「
他
ま
か
せ
」

の
丘
ハ
庫
、
「
早
合
点
↓
軌
道
修
正
篇
の
京
都
、
［
わ
が
道
を
行
く
扁
大
阪
、
「
協
力
的
」
な
岡
山
と
で
も
性
格
付
け
ら
れ
よ
う
。
経
緯
を
異
に
し

な
が
ら
も
、
京
都
・
大
阪
の
府
立
医
学
校
は
存
続
し
、
存
在
意
義
を
も
っ
た
。
対
す
る
に
第
一
一
一
高
等
中
学
校
医
学
部
の
設
置
箇
所
と
な
っ
た
岡

山
は
、
多
大
な
初
期
投
資
と
引
換
え
に
、
地
域
教
育
拠
点
の
府
県
医
学
校
を
官
立
医
学
校
へ
と
移
行
さ
せ
る
道
を
選
択
し
た
。
管
理
面
で
も
経

費
の
面
で
も
、
医
学
教
育
は
「
県
」
か
ら
「
官
偏
へ
と
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
で
検
討
し
た
医
学
部
設
置
に
あ
た
っ
て
の
費
用
負
担
の
大
き
さ
、
あ
る
い
は
私
立
岡
山
薬
学
校
に
よ
る
準
備
を
経
て
発
足
し
た
医
学

部
薬
学
科
が
、
定
員
撃
墜
に
対
し
わ
ず
か
二
十
五
人
で
出
発
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
岡
山
県
に
お
け
る
高
等
中
学
校
（
医
学
部
）
設
置
に
際

し
て
、
県
教
育
財
政
上
の
負
担
軽
減
や
県
下
の
教
育
的
需
要
に
兇
合
っ
た
成
算
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
と
は
性
質
を
異
に
す
る
動
機
を
考
え
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
私
立
岡
山
薬
学
校
の
発
起
人
と
な
っ
た
地
域
有
力
者
（
申
揖
横
太
郎
ら
）
の
位
置
付
け
も
課
題
と
な
る
が
、
高
等
中
学
校
医
学
部
の
岡
山
設

置
に
お
い
て
は
、
岡
山
県
医
学
校
山
菅
之
芳
や
同
校
教
諭
兼
病
院
長
清
野
勇
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
中
山
沃
は
清
野
勇
の
「
政
治
力
」
を
指

摘
す
る
が
、
根
拠
が
提
示
さ
れ
ず
、
現
在
の
史
料
状
況
で
は
遺
憾
な
が
ら
医
学
校
教
職
員
の
具
体
的
な
行
動
や
意
図
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
だ
が
、
「
受
入
偏
に
対
す
る
県
会
の
合
意
形
成
に
四
苦
八
苦
し
た
県
当
局
と
は
別
に
、
学
校
関
係
者
と
い
う
当
事
者
に
は
「
誘
致
」
と

呼
び
う
る
動
機
が
あ
り
、
設
置
実
現
に
～
役
㎜
貝
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
よ
り
高
い
研
究
・
教
育
環
境
を
求
め
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
の
一

種
利
己
的
と
も
い
え
る
動
機
は
、
「
地
方
利
益
」
と
は
異
次
元
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
一
八
九
〇
年
代
以

降
を
も
射
程
に
、
諸
イ
ン
フ
ラ
の
そ
れ
と
は
一
括
り
に
で
き
な
い
高
等
教
育
機
関
誘
致
現
象
の
特
性
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
考
察
す
べ
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⑦

き
問
題
で
あ
ろ
う
。

府
県
に
と
っ
て
、
高
等
中
学
校
の
受
け
入
れ
が
成
功
で
あ
っ
た
か
失
敗
で
あ
っ
た
か
は
、
短
期
的
二
面
的
に
答
え
が
出
る
問
題
で
は
な
か

っ
た
。
い
さ
さ
か
後
悔
の
念
を
抱
い
た
京
都
府
、
新
体
制
の
更
な
る
充
実
に
貢
献
し
た
岡
山
県
と
も
に
、
「
官
立
学
校
」
と
い
う
新
た
な
教
育

機
関
の
内
在
を
前
提
に
、

　
①
　
紙
編
の
関
係
も
あ
り
、
本
稿
は
こ
の
学
制
改
革
案
か
ら
中
学
校
令
に
い
た
る
中

　
　
央
レ
ベ
ル
で
の
政
策
過
程
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
近
年
、
湯
桝
嘉
津
美
コ
八

　
　
八
闘
年
の
学
制
改
革
案
に
委
す
る
考
察
」
（
上
智
大
学
『
教
育
学
論
集
隔
四
〇
号

　
　
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
、
当
該
政
策
過
程
の
叙
述
が
絹
次
ぐ
が
、
筆
者
も
別
稿
門
府

　
　
県
工
合
学
校
構
想
史
試
論
　
一
一
八
八
○
年
代
に
お
け
る
医
学
教
育
体
制
の
再

　
　
編
1
」
（
望
八
八
○
年
代
教
育
史
研
究
年
報
漏
壷
一
号
〔
二
〇
〇
九
年
〕
）
の

　
　
　
…
部
に
お
い
て
再
検
討
し
て
お
い
た
。

　
②
明
治
二
十
年
十
皿
月
二
十
四
日
「
京
都
府
会
議
録
事
第
七
号
」
（
隅
明
治
廿
一
年

　
　
度
　
京
都
府
会
議
慕
録
　
全
臨
）
、
「
は
じ
め
に
扁
注
①
前
稿
参
照
。

　
③
そ
の
点
、
か
つ
て
　
八
八
四
～
へ
八
九
〇
年
の
山
梨
県
会
で
の
教
育
費
審
議
を

　
　
検
討
し
、
「
難
常
中
学
校
…
高
等
中
学
校
一
帝
国
大
学
と
い
う
学
校
体
系
は
豪
農

　
　
釧
名
望
家
屡
の
価
値
意
識
を
占
領
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
し
た
有
泉
貞
夫
の
見
解

　
　
は
示
唆
的
で
あ
る
翁
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
一
地
方
政
治
状
況
史
論

管
下
の
教
育
体
制
を
模
索
し
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
f
無
〔
吉
翔
弘
文
館
　
一
九
八
○
年
〕
第
二
章
第
二
節
）
。

④
前
掲
『
岡
山
医
学
会
五
十
年
史
』

⑤
以
上
に
関
し
て
は
い
ず
れ
考
察
を
深
め
る
予
定
で
あ
る
が
、
拙
稿
「
野
立
学
校

　
誘
致
問
題
の
生
成
と
変
容
1
｝
八
八
○
年
代
か
ら
一
八
九
〇
年
代
へ
一
扁

　
「
「
学
校
誘
致
の
社
会
力
学
史
」
再
考
漏
（
『
ヨ
本
教
育
史
往
来
掘
第
一
六
八
・
～

　
七
〇
号
　
…
一
〇
〇
七
年
）
で
見
取
り
図
を
示
し
て
お
い
た
。

⑥
中
桝
や
弟
の
杉
由
岩
三
郷
は
、
菅
校
長
の
主
宰
に
よ
り
一
八
八
九
年
十
一
月
に

　
開
設
さ
れ
た
醐
痴
産
婆
看
護
婦
養
成
所
に
も
援
助
を
与
え
て
い
た
と
い
う
（
前
掲

　
中
山
『
岡
山
の
医
学
臨
）
。

⑦
注
⑤
拙
稿
で
も
示
し
た
が
、
例
え
ば
一
八
九
六
年
、
京
都
帝
国
大
学
深
科
大
学

　
の
設
遣
箇
所
が
大
阪
で
は
な
く
京
都
に
決
定
し
た
背
景
に
は
、
京
都
府
医
学
校
長

　
猪
子
止
領
置
助
の
働
き
が
あ
っ
た
。
猪
子
は
そ
の
後
、
京
都
帝
大
教
授
と
な
る
。
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The　FormatioR　of　Nationai　Govemment　Schools　in　Local　Areas：

The　Probiem　of　the　Establishrr｝ent　of　a　Medical　Branch　of　the

　　　　　　　　Higher　Middle　School　in　Okayama　Prefecture

by

TANAKA　Tomoko

　　IR　1886，　the　lmperial　Ordinance　regarding　Pvliddle　Schools　was　promu1gated　by　the

furst　Minister　of　State　for　Education，　Mori　Arinori．　Middle　Schools　were　divided　into

two　types，　the　higher　of　which　was　calied　leoto　chugaleleo，　higher　midd｝e　schools，

which　were　responsible　for　both　preparatory　education　for　the　lmperial　University

and　for　professional　education．　The　ordinance　was　desigr｝ed　to　solve　the　fundamental

problem　of　how　the　costs　of　higher　educational　institutions，　which　were　of　benefit　to

broad　areas，　should　be　defrayed．　Through　the　first　half　of　1880s，　the　problem　was

becoming　increasingly　evideRt　due　to　the　financial　exhaustion　of　the　pyefectures　and

standardization　of　the　prefectural　schoois　by　ministeria｝　ordinances．

　　The　new　system　and　the　leoto　chugafeko　weye　comprehensive　and　uncertain　enough

to　ayouse　various　responses　from　the　prefec£ures，　out　of　which　the　substance　of　this

system　was　to　be　gradualty　formed．　lmportant　matters　such　as　how　the　costs　of　the

feoto　chugaleko　skould　be　defrayed，　where　they　should　be　placed，　or　how　districts　that

would　be　created　across　the　nation　should　be　determined　remained　unresolved　for

some　time．　One　artic！e　of　the　ordlBance　explained　that　in　some　cases　costs　could　be

defrayed　partly　out　of　the　national　tyeasury　and　partly　out　of　iocal　taxes．

　　Ol〈ayama　prefecture　had　maintained　an　influential　medical　school　but　the

prefectural　assembly　reduced　its　budget　each　year．　A　national　subsidy　for　the　schoo｝

was　required，　whiie　at　the　same　time　improvement　of　tlte　prefectural　middle－school

education　was　alse　needed．

　　The　Ministry　of　Education　approached　01〈ayama　prefecture　unothciaity　with　the

effer　that　the　medical　branch　of　a　leoto　chu．aakleo　could　be　established　in　Okayama　on

condition　that　the　prefectural　medical　school　would　be　maintained　by　local　taxes　foy

the　time　being　and　the　initial　cost　to　build　the　branch　would　be　provided　by　the　local

side．　The　prefectural　assembly　was　thrown　into　a　state　of　confusion　and　resisted　the

offey，　but　the　pre£ectural　authoriges　forced　them　£o　accept　it．　The　cost　was　paid　out

of　local　taxes　and　donations　by　the　prefecturai　othcials　and　local　leaders．　The　factaties

of　the　prefectural　hospital　weye　improved　in　order　to　provide　practical　training　foy　the
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students，　and　this　too　was　supported　by　local　taxes．　The　branch　medical　school　was

begun　through　the　process　of　tal〈ing　over　the　equipment　and　the　staff　of　the

prefectuyal　scheol．

　　As　for　the　neighboring　prefectures　in　the　same　region，　Hyogo　put　an　end　to　its

prefectural　medical　school　and　enrolled　its　students　in　the　new　medical　branch　of　the

leoto　chugaleko　in　Okayama．　Kyoto　prefecture　decided　to　accept　tlie　unoffcial，

conditional　offey　of　the　ministry，　as　had　Okayama．　The　othcials　in　Kyoto　supposed

that　not　only　the　main　school　but　also　the　raedical　branch　would　be　built　in　Kyoto．

They　hoped　that　the　rniddle　school　and　the　medical　education　in　Kyoto　cottld　be　put

imo　hands　of　the　nationa｝　govemment，　but　the　medical　bran¢k　was　not　in　fact　built　in

Kyoto　but　in　Okayama　instead．　Osal〈a　prefecture　was　not　interested　in　this　new　leoto

chtigaleleo　system　because　its　leadiRg　medical　school　had　not　been　funded　through

local　taxes　but　by　income　generated　from　medical　fees　and　the　tike．　ln　any　case，

1〈yoto　and　Osaka　managed　to　keep　their　own　medical　schools　even　after　the　koto

chugalefeo　was　started　in　tke　region．　The　former　was　due　to　suspicions　about　the

system，　the　｝atter　due　to　the　spirit　of　independence　from　it．　The　response　of　each

prefecture　varied　in　these　ways，　but　whether　their　decisions　would　lead　to　success　or

to　failure　was　uncertain　at　the　time．

　　Because　of　the　resistance　of　prefectural　assembKes　everywhere　and　the　legal

coniitision，　the　government　was　forced　in　1888　to　give　instructions　that　defraying　the

cost　of　the　hoto　chugakleo　out　of　local　taxes　would　cease　the　fo｝lowing　year．　An　article

of　the　ordjnance　in　1886　stipulated　that　the　leoto　chugaleko　were　under　the　juftisdjction

of　the　Minister　of　State　for　Education，　but　never　referred　to　them　as　“national

government　schools．”　lt　can　be　said　that　it　was　not　until　the　nation　took　responsibility

for　entire　cost　of　rurming　the　schools　and　not　simply　administeiring　tliem　could　that

they　could　truly　be　defined　as　“national　governrnent　schools”．　The　establishment　of

the　koto　chugafefeo　after　1890s　came　about　not　as　result　of　local　campaigns　to　“induce”

the　goverRmen£　to　create　them，　but　by　administrative　agreements　in　which

prefectures　“accepted”　them　as　promoted　by　the　Ministry　of　Education．
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